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お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】＜傷害補償(MS&AD型)＞ 

団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり

（普通保険約款・特約）をご参照ください。 

ケガに関する補償 

■被保険者の範囲 
ケガに関する補償の被保険者は、被保険者の範囲に関する特約（「夫婦型への変更に関する特約」、「配偶者対象外型への変更に関する特約」または

「家族型への変更に関する特約」をいいます）のセット有無により次の表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または

配偶者と親族の方との関係は、ケガの原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。 

セットされる特約 
補償の対象となる方 

ご本人※1 配偶者※2 親族 

①被保険者の範囲に関する特約がセットされない場合 ○ － － 

②「夫婦型への変更に関する特約」がセットされる場合 ○ ○ － 

③「配偶者対象外型への変更に関する特約」がセットされる場合 ○ － ○※3 

④「家族型への変更に関する特約」がセットされる場合 ○ ○ ○※4 

※1 保険証券記載の被保険者をいいます。 

※2 ご本人の配偶者※5をいいます。 

※3 ご本人と「同居の親族※6」または「別居の未婚※7の子」をいいます。 

※4 ご本人またはその配偶者※5の「同居の親族※6」または「別居の未婚※7の子」をいいます。 

※5 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが

婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

※6 親族とは、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。 

※7 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

■傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容 
１．被保険者が被った次の傷害（｢ケガ｣といいます）に対して保険金をお支払いします。 

①「交通事故危険のみ補償特

約」をセットしない場合 

急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ 

②「交通事故危険のみ補償特

約」をセットした場合 

次のいずれかのケガ 

ａ．運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または

運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被ったケガ 

ｂ．運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗している被保険者または乗客とし

て改札口を有する交通乗用具の乗降場構内（改札口の内側）にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故

によって被ったケガ 

ｃ．道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機

械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被ったケガ 

ｄ．交通乗用具の火災によって被ったケガ 

※交通乗用具とは、電車、自動車、原動機付自転車、自転車、航空機、船舶などをいいます。 

※ ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。 

（注）「就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約」がセットされた場合、職業または職務従事中（通勤途上を含みます）に被ったケ

ガに限り、保険金をお支払いします。 

（注）「就業中の傷害危険対象外特約」がセットされた場合、職業または職務従事中に被ったケガについては保険金のお支払い対象とはなりません。

ただし、通勤途上で被ったケガに対しては保険金をお支払いします。 

（注）｢管理下中の傷害危険補償特約｣がセットされた場合は、ご契約時に定めた管理下中に被ったケガに限り、保険金をお支払いします。 

（注）｢自転車搭乗中等のみ補償特約｣がセットされた場合は、次に掲げるケガに限り、保険金をお支払いします。 
①自転車に乗車している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ 

②自転車に乗車していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触によって被ったケガ 

 

２．傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容は次のとおりです。 

（注）既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお

支払いします。 

（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 
（注）「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

傷 害 死 亡 

保 険 金 

 
※「傷害死亡

保険金対

象外特約」

がセット

された場

合は、補償

しません。 

事故によるケガのため、事故

の発生の日からその日を含め

て180日以内に死亡した場合 

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額  

※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後

遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後

遺障害保険金額からその額を差し引いて

お支払いします。 

※ 『特定感染症危険「後遺障害保険金、入

院保険金および通院保険金」補償特約』

がセットされた場合、傷害死亡・後遺障

害保険金額からお支払いした特定感染症

に関する後遺障害保険金の額を差し引い

た額が限度となります。 

※ 「交通事故危険増額支払（保険金額別建

用）特約」がセットされた場合、前記１．

②のケガにより死亡したときは、増額部

●「自転車搭乗中等のみ補償特約」以外の場合 

(1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお

支払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意

または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 

③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した

事故 

ア．法令に定められた運転資格を持たないで自動

車等を運転している間 

イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯び

た状態で自動車等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等

の影響により正常な運転ができないおそれがあ
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保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

分の保険金額（保険期間中に後遺障害に

対して既にお支払いした増額部分の保険

金がある場合は、その額を差し引いた額）

を加算してお支払いします。 

る状態で自動車等を運転している間 

④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 

⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 

⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険

者に対する外科的手術その他の医療処置 

⑦被保険者に対する刑の執行 

⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変また

は暴動※1 

⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波※2 

⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性に

よる事故 

⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 など 

(2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払い

できません。 

①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの

※3 

②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒※4 

※1 テロ行為によって発生したケガに関しては自動

セットの特約により保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 「天災危険補償特約」がセットされた場合、保

険金お支払いの対象となります。 

※3 被保険者が自覚症状を訴えている場合であって

も、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等により

その根拠を客観的に証明することができないも

のをいいます。 

※4 「食中毒補償特約」がセットされた場合、保険

金お支払いの対象となります。ただし、傷害死

亡保険金に関しては、約款所定の条件に該当し

た場合に限ります。 

(3)次のいずれかによって発生したケガについては、

保険金をお支払いできません。 

○「交通事故危険のみ補償特約」をセットしない場

合 

①被保険者がテストライダー、オートバイ競争選

手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボ

クサー、プロレスラー等やその他これらと同程

度またはそれ以上の危険を有する職業に従事

している間の事故 

②被保険者が次のいずれかに該当する間の事故 

ア．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊2)をしてい

る間（ウ．に該当しない「自動車等を用いて

道路上で競技等(＊2)をしている間」を除き

ます） 

イ．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊2)を行うこ

とを目的とする場所において、競技等(＊2)

に準ずる方法・態様により、乗用具(＊1)を

使用している間（ウ．に該当しない「道路上

で競技等(＊2)に準ずる方法・態様により、

自動車等を使用している間」を除きます） 

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を制

限し、道路を占有した状態で、自動車等を用

いて競技等(＊2)をしている間または競技等

(＊2)に準ずる方法・態様により自動車等を

使用している間 

③被保険者が山岳登はん（ピッケル、アイゼン、

ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するも

の、ロッククライミング（フリークライミング

を含みます）をいい、登る壁の高さが５ｍ以下

のボルダリングは含みません）、職務以外での

航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライ

ダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事

故 

など 
(＊1) 乗用具とは、自動車等またはモーターボート等を

いいます。 

(＊2) 競技等とは、競技、競争、興行（これらのための

練習を含みます）または試運転（性能試験を目的

とする運転または操縦）をいいます。 

○「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合

傷 害 

後 遺 障 害 

保 険 金 

 
※「傷害後遺

障害保険

金対象外

特約」がセ

ットされ

た場合は、

補償しま

せん。 

事故によるケガのため、事故

の発生の日からその日を含め

て180日以内に約款所定の後

遺障害が発生した場合 

 

※ 事故の発生の日からその

日を含めて180日を超えて

治療中である場合は、181

日目における医師の診断

に基づき後遺障害の程度

を認定します。 

傷害死亡・後遺

障害保険金額
 × 

約款所定の

保険金支払割合

(４％～100％)
 

※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後

遺障害保険金額が限度となります。 

※ 『特定感染症危険「後遺障害保険金、入

院保険金および通院保険金」補償特約』

がセットされた場合、傷害死亡・後遺障

害保険金額からお支払いした特定感染症

に関する後遺障害保険金の額を差し引い

た額が限度となります。 

※ 「傷害後遺障害保険金の追加支払に関す

る特約」がセットされた場合、傷害後遺

障害保険金をお支払いし、かつ、事故の

発生の日からその日を含めて180日経過

後も生存しているときに、傷害後遺障害

保険金の額に保険証券記載の倍数を乗じ

た額を追加してお支払いします。 

※ 「傷害後遺障害等級第１～７級限定補償

特約」がセットされた場合、被保険者に

発生した後遺障害について、保険金支払

割合が「42％以上」となるときに限り、

傷害後遺障害保険金をお支払いします。 

※ 「交通事故危険増額支払（保険金額別建

用）特約」がセットされた場合、前記１．

②のケガにより後遺障害を被ったとき

は、増額部分の保険金額に上記算式の保

険金支払割合を乗じた額を加算してお支

払いします。ただし、保険期間を通じ、

合算して増額部分の保険金額が限度とな

ります。 

傷 害 入 院 

保 険 金 

事故によるケガの治療のた

め、入院し、その入院が傷害

入院保険金の免責期間※を超

えて継続した場合 

 

※ 事故の発生の日からその

日を含めて保険証券記載

の免責期間が満了するま

での期間をいいます。 

傷害入院保険金日額  × 入院日数  

※ 傷害入院保険金の免責期間が満了した日

の翌日からその日を含めて傷害入院保険

金の支払対象期間内の入院を対象とし、

１事故につき、保険証券記載の傷害入院

保険金の支払限度日数が限度となりま

す。 

※ 「傷害入院保険金および傷害通院保険金

支払条件変更(フランチャイズ)特約」がセ

ットされた場合、傷害入院保険金の免責

期間の満了日までの入院についても、入

院日数に含めてお支払いします。 

※ 「交通事故危険増額支払（保険金額別建

用）特約」がセットされた場合、前記１．

②のケガにより入院したときは、増額部

分の入院保険金日額に入院日数を乗じた

額を加算してお支払いします。 

傷 害 手 術 

保 険 金 

 
※「傷害手術

保険金対

象外特約」

がセット

された場

合は、補償

しません。 

事故によるケガの治療のた

め、事故の発生の日からその

日を含めて傷害手術保険金支

払対象期間内に手術を受けた

場合 

 

※ 手術とは、次の診療行為を

いいます。 

①公的医療保険制度におい

て手術料の対象となる診

療行為。ただし、次の診

療行為は保険金お支払い

の対象になりません。 

・ 創傷処理 

・ 皮膚切開術 

・ デブリードマン 

・ 骨または関節の非観血

１回の手術について次の額をお支払いしま

す。 

①入院中に受けた手術 

傷害入院保険金日額  × 10  

②上記①以外の手術 

傷害入院保険金日額  × ５  

※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療の

ために入院している間をいいます。 

※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限

度は以下のとおりとなります。 

・ 保険金お支払いの対象となる手術を同

一の日に複数回受けた場合は、１回の

手術に対してのみ保険金をお支払いし

ます。なお、同一の日に上記①と②の

両方に該当する手術を受けた場合は、
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保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

的または徒手的な整復

術、整復固定術および

授動術 

・ 抜歯手術 

・ 歯科診療固有の診療行

為 

②先進医療(＊1)に該当す

る診療行為(＊2) 
(＊1) 手術を受けた時点にお

いて、厚生労働大臣が

定める先進的な医療技

術をいいます。また、

先進医療ごとに定める

施設基準に適合する病

院等において行われる

ものに限りますので、

対象となる手術、医療

機関および適応症は限

定されます。 

(＊2) 治療を直接の目的とし

て、メス等の器具を用

いて患部または必要部

位に切除、摘出等の処

置を施すものに限りま

す（診断、検査等を直

接の目的とした診療行

為および注射、点滴、

薬剤投与(全身・局所)、

放射線照射、温熱療法

による診療行為を除き

ます）。 

上記①の手術を１回受けたものとしま

す。 

・ １回の手術を２日以上にわたって受け

た場合または手術料が１日につき算定

される手術を複数回受けた場合は、そ

の手術の開始日についてのみ手術を受

けたものとします。 

・ 一連の治療過程で複数回実施しても手

術料が１回のみ算定される区分番号の

手術について、その区分番号の手術を

複数回受けた場合は、２回目以降の手

術が保険金をお支払いする同じ区分番

号の手術を受けた日からその日を含め

て14日以内に受けたものであるとき

は、保険金をお支払いしません（欄外

のお支払例をご参照ください）。 

※ 「交通事故危険増額支払（保険金額別建

用）特約」がセットされた場合、前記１．

②のケガにより手術を受けたときは、増

額部分の入院保険金日額の10倍（上記①）

または５倍（上記②）を加算してお支払

いします。 

および「交通事故危険増額支払（保険金額別建用）

特約」による増額部分 

①被保険者が次のいずれかに該当する間の事故 

ア．交通乗用具を用いて競技等(＊)をしている

間（ウ．に該当しない「交通乗用具のうち軌

道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上

で競技等(＊)をしている間」を除きます） 

イ．交通乗用具を用いて競技等(＊)を行うこと

を目的とする場所において、競技等(＊)に準

ずる方法・態様により交通乗用具を使用して

いる間（ウ．に該当しない「道路上で競技等

(＊)に準ずる方法・態様により、交通乗用具

のうち軌道を有しない陸上の乗用具を使用

している間」を除きます） 

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を制

限し、道路を占有した状態で、交通乗用具の

うち軌道を有しない陸上の乗用具を用いて

競技等(＊)をしている間または競技等(＊)に

準ずる方法・態様により交通乗用具のうち軌

道を有しない陸上の乗用具を使用している

間 

②船舶に搭乗することを職務とする被保険者（養

成所の職員・生徒である場合を含みます）が、

職務または実習のために船舶に搭乗している

間の事故 

③「航空運送事業者が路線を定めて運行する航空

機」以外の航空機を被保険者が操縦している間

の事故またはその航空機に搭乗することを職

務とする被保険者が職務上搭乗している間の

事故 

④被保険者が、グライダー、飛行船、超軽量動力

機、ジャイロプレーンに搭乗している間の事故 

⑤被保険者が職務として、荷物などの交通乗用具

への積込み作業、交通乗用具からの積卸し作

業、または交通乗用具上での整理作業をしてい

る間の、その作業に直接起因する事故 

⑥被保険者が職務として、交通乗用具の修理、点

検、整備または清掃の作業をしている間の、そ

の作業に直接起因する事故 

など 
(＊) 競技等とは、競技、競争、興行（これらのための練

習を含みます）、訓練（自動車等の運転資格を取得

するための訓練を含みません）または試運転（性能

試験を目的とする運転もしくは操縦）をいいます。 

 

●「自転車搭乗中等のみ補償特約」の場合 

(1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお

支払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意

または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 

③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変また

は暴動※ 

④地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性に

よる事故 

⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染 など 

※ テロ行為によって発生したケガに関しては自動

セットの特約により保険金お支払いの対象とな

ります。 

(2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払い

できません。 

①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの

※ 

②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 

※ 被保険者が自覚症状を訴えている場合であって

も、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床

検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその

根拠を客観的に証明することができないものを

いいます。 

(3)次のいずれかに該当する間の事故によって発生し

たケガについては、保険金をお支払いできません。 

傷 害 通 院 

保 険 金 

事故によるケガの治療のた

め、事故の発生の日からその

日を含めて保険証券記載の傷

害通院保険金の免責期間が満

了した日の翌日以降に、通院

した場合 
 
※ 通院とは、病院・診療所に

通い、または往診・訪問診

療により、治療を受けるこ

とをいい、オンライン診療

による診察を含みます。な

お、同月に複数回のオンラ

イン診療を受けた場合で、

公的医療保険制度におい

てオンライン診療料を１

回算定された場合は、最初

の１回のみ通院したもの

とみなします。 
※ 治療を伴わない、薬剤、診

断書、医療器具等の受領等

のためのものは、通院に含

みません。 

傷害通院保険金日額  × 通院日数  

※ 傷害通院保険金の免責期間の満了日の翌

日からその日を含めて傷害通院保険金の

支払対象期間内の通院を対象とし、１事

故につき、保険証券記載の傷害通院保険

金の支払限度日数が限度となります。 

※ 「実通院日のみの傷害通院保険金支払特

約」がセットされた場合を除き、通院し

ない場合においても、約款所定の部位の

ケガによりその部位を固定するために、

医師の指示によりギプス等を常時装着し

た期間は、通院日数に含めてお支払いし

ます。 
※ 「実通院日のみの傷害通院保険金支払特

約」がセットされた場合は、現実に通院

した日に限り保険金をお支払いします。 

※ 「傷害入院保険金および傷害通院保険金

支払条件変更（フランチャイズ）特約」

がセットされた場合、事故の発生の日か

ら傷害通院保険金の免責期間の満了日ま

での通院についても、通院日数に含めて

保険金をお支払いします。 

※ 「交通事故危険増額支払（保険金額別建

用）特約」がセットされた場合、前記１．

②のケガにより通院したときは、増額部

分の通院保険金日額に通院日数を乗じた

額を加算してお支払いします。 
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保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

①自転車を用いて競技等（＊）をしている間（③に

該当しない「自転車を用いて道路上で競技等（＊）

をしている間」を除きます） 

②自転車を用いて競技等（＊）を行うことを目的と

する場所において、競技等（＊）に準ずる方法・

態様により自転車を使用している間（③に該当

しない「道路上で競技等（＊）に準ずる方法・態

様により自転車を使用している間」を除きます） 

③法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、

道路を占有した状態で、自転車を用いて競技等

（＊）をしている間または競技等（＊）に準ずる

方法・態様により自転車を使用している間 
(＊) 競技等とは、競技、競争、興行（これらのための練

習を含みます）または試運転（性能試験を目的とする運

転または操縦）をいいます。 
支払対象期間：傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券記載の期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払い

します。 

手術保険金支払対象期間：事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 

〔手術保険金お支払例〕 

超音波骨折治療法を３回受けた場合 
 ○手術 

▼  

×手術 

▼  

○手術 

▼ 
・ 10月10日の手術は、10月１日の手術から14日以内のため、保険金をお支払いしません。 

・ 10月25日の手術は、10月１日の手術から14日経過後のため、保険金をお支払いします。  10月１日  10月10日  10月25日 
       

■傷害補償(MS&AD型)特約の補償条件に関する主な特約 
傷害補償(MS&AD型)特約の補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下記のとおりです。 

特約名 概要 

自宅外かつ就業外かつ学校管理下外の傷害２倍支払特

約 

自宅外かつ就業外かつ学校管理下外においてケガを被った場合、傷害補償(MS&AD型)

特約の保険金と同額を追加してお支払いする特約です。 

熱中症危険補償特約 

被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合

についても、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院

保険金をお支払いする特約です。 

※ 被保険者の死亡については対象外となります。 

顔面、頭部、頸
けい

部傷害による傷害入院保険金および傷

害通院保険金２倍支払特約 

傷害入院保険金または傷害通院保険金をお支払いする場合において、被保険者が顔

面・頭部または頸(けい)部にケガを被り、その部分の治療について切開、縫合、補て

つなどの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療期間に対する傷害入院保

険金・傷害通院保険金の額を２倍にしてお支払いする特約です。 

第三者の加害行為による保険金２倍支払特約 

「第三者の故意による加害行為（警察への届出が必要です）」または「ひき逃げ（加害

者が事故の発生の日からその日を含めて60日を経過してもなお特定できないものをい

います）」によって被保険者がケガを被った場合、傷害補償(MS&AD型)特約の保険金を

２倍にしてお支払いする特約です。 

傷害入院保険金および傷害通院保険金の７日間２倍支

払特約 

傷害入院保険金をお支払いする日数の最初の７日または傷害通院保険金をお支払いす

る日数の最初の７日に対して、傷害入院保険金または傷害通院保険金を２倍にして支

払う特約です。 

※ 同一事故により傷害入院保険金および傷害通院保険金の両方についてお支払いす

る場合は、傷害通院保険金を支払う日数は、７日から傷害入院保険金をお支払いす

る日数を差し引いた残りの日数を限度とします。傷害入院保険金をお支払いする日

数が、７日以上のときは傷害通院保険金については対象外となります。 

傷害入院保険金の７日間２倍支払特約 
傷害入院保険金支払対象期間の最初の７日間に対して、傷害入院保険金の２倍の額を

支払う特約です。 

■その他の傷害危険に関する特約の補償内容 
被保険者が被ったケガ(＊)などに対して保険金をお支払いします。 

(＊)傷害補償（MS&AD型）特約で保険金をお支払いするケガをいいます。 

（注）「就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約」がセットされた場合、職業または職務従事中（通勤途上を含みます）に被ったケガ

に限り、保険金をお支払いします。ただし、『特定感染症危険｢後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金｣補償特約』については、「就業

中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約」と同時セットの場合においても、職業または職務従事中（通勤途上を含みます）に限ら

ず、お支払いの対象となります。 

（注）「就業中の傷害危険対象外特約」がセットされた場合、職業または職務従事中に被ったケガについては保険金のお支払い対象とはなりません。

ただし、通勤途上で被ったケガに対しては保険金をお支払いします。 

（注）「管理下中の傷害危険補償特約」がセットされた場合は、ご契約時に定めた管理下中に被ったケガに限り、保険金をお支払いします。 
（注）既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお

支払いします。 

（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

傷害入院時 

一 時 金 

補 償 特 約 

傷害入 院

時一時 金 

事故によるケガの治療のため、入院

し、その状態が保険証券記載の免責

日数を超えて継続した場合 

傷害入院時一時金額の全額  

※ １事故に基づく入院につき、１回

のお支払いに限ります。 

※ 『特定感染症危険「後遺障害保険

傷害補償(MS&AD型)特約の「保険金を

お支払いできない主な場合」と同じ 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

金、入院保険金および通院保険金」

補償特約』（以下、特定感染症補償

特約といいます）がセットされた

場合、特定感染症による入院の日

数が保険証券記載の傷害入院時一

時金補償特約の免責期間を超えて

継続したときも、傷害入院時一時

金をお支払いします。ただし、特

定感染症補償特約の保険金をお支

払いできない場合に該当するとき

を除きます。 

※ 「自宅外かつ就業外かつ学校管理

下外の傷害２倍支払特約」、「第三

者の加害行為による保険金２倍支

払特約」または「顔面、頭部、頸

（けい）部傷害による傷害入院保

険金および傷害通院保険金２倍支

払特約」がセットされた場合、そ

の特定の事故によるケガについて

も、傷害入院時一時金を２倍にし

てお支払いします。 

傷害退院時 

一 時 金 

補 償 特 約 

傷 害 

退 院 時 

一 時 金 

①事故によるケガの治療のため、14

日以上継続して入院した後、生存

して退院した場合 

②事故によるケガのため入院して

いる日数が365日を超えた場合 

傷害退院時一時金額の全額  

※ １事故に基づく入院につき、１回

のお支払いに限ります。（左記「保

険金をお支払いする場合」の②に

該当し、傷害退院時一時金をお支

払いした後に生存して退院し、左

記「保険金をお支払いする場合」

の①に該当した場合であっても、

傷害退院時一時金はお支払いでき

ません） 

※ 『特定感染症危険「後遺障害保険

金、入院保険金および通院保険金」

補償特約』（以下、特定感染症補償

特約といいます）がセットされた

場合、特定感染症による入院の日

数が14日以上継続した後、生存し

て退院したときも、傷害退院時一

時金をお支払いします。ただし、

特定感染症補償特約の保険金をお

支払いできない場合に該当すると

きを除きます。 

※ 「自宅外かつ就業外かつ学校管理

下外の傷害２倍支払特約」、「第三

者の加害行為による保険金２倍支

払特約」または「顔面、頭部、頸

（けい）部傷害による傷害入院保

険金および傷害通院保険金２倍支

払特約」がセットされた場合、そ

の特定の事故によるケガについて

も、傷害退院時一時金を２倍にし

てお支払いします。 

傷害補償(MS&AD型)特約の「保険金を

お支払いできない主な場合」と同じ 

傷 害 長 期 

入院一時金 

補 償 

(２７０日) 

特 約 

傷害長 期

入 院 

一 時 金 

事故によるケガの治療のため、入院

し、１回の入院が保険証券記載の傷

害長期入院日数（270日）以上継続

した場合 

傷害長期入院一時金額の全額  

※ １事故に基づく入院につき、１回

のお支払いに限ります。 

※ 退院した日からその日を含めて

180日以内に同一のケガにより再

入院した場合は、前の入院とあわ

せて継続した１入院として取り扱

います。 

※ 『特定感染症危険「後遺障害保険

金、入院保険金および通院保険金」

補償特約』（以下、特定感染症補償

特約といいます）がセットされた

場合、特定感染症による入院の日

数が傷害長期入院日数（270日）以

上継続したときも、傷害長期入院

一時金をお支払いします。ただし、

特定感染症補償特約の保険金をお

支払いできない場合に該当すると

傷害補償(MS&AD型)特約の「保険金を

お支払いできない主な場合」と同じ 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

きを除きます。 

※ 「自宅外かつ就業外かつ学校管理

下外の傷害２倍支払特約」、「第三

者の加害行為による保険金２倍支

払特約」または「顔面、頭部、頸

（けい）部傷害による傷害入院保

険金および傷害通院保険金２倍支

払特約」がセットされた場合、そ

の特定の事故によるケガについて

も、傷害長期入院一時金を２倍に

してお支払いします。 

傷 害 長 期 

入院一時金 

補 償 

(３６５日) 

特 約 

傷害長 期

入 院 

一 時 金 

事故によるケガの治療のため、入院

し、１回の入院が保険証券記載の傷

害長期入院日数（365日）以上継続

した場合 

傷害長期入院一時金額の全額  

※ １事故に基づく入院につき、１回

のお支払いに限ります。 

※ 退院した日からその日を含めて

180日以内に同一のケガにより再

入院した場合は、前の入院とあわ

せて継続した１入院として取り扱

います。 

※ 『特定感染症危険「後遺障害保険

金、入院保険金および通院保険金」

補償特約』（以下、特定感染症補償

特約といいます）がセットされた

場合、特定感染症による入院の日

数が傷害長期入院日数（365日）以

上継続したときも、傷害長期入院

一時金をお支払いします。ただし、

特定感染症補償特約の保険金をお

支払いできない場合に該当すると

きを除きます。 

※ 「自宅外かつ就業外かつ学校管理

下外の傷害２倍支払特約」、「第三

者の加害行為による保険金２倍支

払特約」または「顔面、頭部、頸

（けい）部傷害による傷害入院保

険金および傷害通院保険金２倍支

払特約」がセットされた場合、そ

の特定の事故によるケガについて

も、傷害長期入院一時金を２倍に

してお支払いします。 

傷害補償(MS&AD型)特約の「保険金を

お支払いできない主な場合」と同じ 

傷 害 長 期 

入 院 時 

保険金補償 

( ９ ０ 日 

ご と 用 ) 

特 約 

傷害長 期

入 院 時 

保 険 金 

事故によるケガの治療のため、入院

し、その状態が90日以上となった場

合 

傷害長期入院時保険金額  

※ １回の事故につき、入院日数が事

故の日からその日を含めて90日の

倍数（整数）となるごとに保険金

をお支払いします。 

※ 保険証券記載の傷害入院保険金の

支払限度日数に到達した日の翌日

以降の日は含みません。 

※ 『特定感染症危険「後遺障害保険

金、入院保険金および通院保険金」

補償特約』（以下、特定感染症補償

特約といいます）がセットされた

場合、特定感染症による入院の日

数が90日以上となったときも、傷

害長期入院時保険金をお支払いし

ます。ただし、特定感染症補償特

約の保険金をお支払いできない場

合に該当するときを除きます。 

※ 「自宅外かつ就業外かつ学校管理

下外の傷害２倍支払特約」、「第三

者の加害行為による保険金２倍支

払特約」または「顔面、頭部、頸

（けい）部傷害による傷害入院保

険金および傷害通院保険金２倍支

払特約」がセットされた場合、そ

の特定の事故によるケガについて

も、傷害長期入院時保険金を２倍

にしてお支払いします。 

傷害補償(MS&AD型)特約の「保険金を

お支払いできない主な場合」と同じ 

傷害部位・

症 状 別 

傷 害 部

位・症状別 

事故によるケガのため、事故の発生

の日からその日を含めて180日以内

①治療日数の合計が５日以上の場合 傷害補償(MS&AD型)特約の「保険金を

お支払いできない主な場合」と同じ 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

保 険 金 

補 償 特 約 

保 険 金 に治療を要した場合 
傷害部位

・症状別

保険金額
 × 

約款所定の

傷害部位・症状別

保険金支払倍率

(５倍～120倍)

 

②治療日数の合計が１日以上５日未

満の場合 

傷害部位・症状別保険金額  

※ 同一事故により被ったケガの部位

または症状が約款所定の複数の項

目に該当する場合は、そのうち最

も高い支払倍率を乗じます。 

※ 「治療日数」とは、事故の発生の

日からその日を含めて180日以内

に、ケガの治療のため入院または

通院した日数をいいます。 

固 定 具 等 

装 着 時 

一時保険金 

補 償 特 約 

固定具 等 

装 着 時 

一 時 

保 険 金 

事故によるケガの治療のため、次の

いずれかに該当した場合 

①画像診断に基づき、四肢ギプス、

体幹ギプス包帯、鎖骨ギプス包帯

（片側）またはギプスベッドを装

着した場合（公的医療保険におい

て算定対象となるものに限りま

す） 

②上記①以外の３日以上連続した

固定具等装着の場合 

※ 固定具等装着とは、ケガを被っ

た部位の固定または可動域制限

を目的とした固定具等の装着を

いいます。 

傷害通院

保険金日額
 × 

約款所定の倍率

(３倍～20倍)
 

※ １事故に基づくケガにつき、１回

を限度とします。 

※ １事故に基づくケガに対して複数

の固定具等を装着した場合、最も

高い倍率を乗じます。 

傷害補償(MS&AD型)特約の「保険金を

お支払いできない主な場合」と同じ 

骨 折 ・ 

関 節 脱 臼 

・ 腱 断 裂 

一 時 金 

支 払 特 約 

骨 折 ・ 

関節脱臼・ 

腱 断 裂 

一 時 金 

事故によるケガのため、約款所定の

骨折・関節脱臼・腱断裂のいずれか

に該当した場合 

骨折・関節脱臼・

腱断裂一時金額の全額
 

※ 保険期間を通じて、１回を限度と

します。 

傷害補償(MS&AD型)特約の「保険金を

お支払いできない主な場合」と同じ 

傷害による 

集中治療室等 

利 用 時 

一時保険金 

補 償 特 約 

傷害による

集中治 療

室等利 用

時 一 時 

保 険 金 

事故によるケガのため、入院し、傷

害入院保険金の支払対象期間内に

集中治療室管理等を受けた場合 

 

※ 集中治療室管理等とは、次のい

ずれにも該当する診療行為をい

います。 

①厚生労働省告示に定める施設基

準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た病院に

おいて、内科系、外科系を問わ

ず、呼吸、循環、代謝その他の

重篤な急性機能不全の患者に対

して、医師の必要と認める治療

看護を強力かつ集中的に行う診

療行為 

②公的医療保険制度において、救

命救急入院料または集中治療室

管理料の対象となる診療行為

（歯科診療固有の診療行為は除

きます） 

傷害入院保険金日額  × 20  

※ １事故に基づく入院につき、１回

を限度とします。 

 

傷害補償(MS&AD型)特約の「保険金を

お支払いできない主な場合」と同じ 

心神喪失等 

による傷害 

事故一時金 

支 払 特 約 

 

特 定 危 険 

一 時 金 

支 払 特 約 

セ ッ ト 

特定危 険

一 時 金 

脳疾患、病気または心神喪失を原因

とする事故によるケガにより次の

いずれかに該当した場合 

①事故の発生の日からその日を含

めて180日以内に死亡した場合 

②事故の発生の日からその日を含

めて180日以内に、ケガの治療の

ため１日以上入院した場合 

①左記①に該当した場合 

特定危険一時金額  × 5  

②左記②に該当した場合 

特定危険一時金額   

 

※ １事故につき、１回のお支払いに

限ります。 

※ 左記①および②のいずれにも該当

した場合は、上記①の額をお支払

いします。 

(1)傷害補償(MS&AD型)特約の「保険金

をお支払いできない主な場合」(1)

①～③および⑤～⑪、(2)ならびに

(3)と同じ 

(2)傷害補償(MS&AD型)特約により保

険金をお支払いするケガに対して

は、保険金をお支払いできません。 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

特定感染症 

危険「後遺 

障害保険金、 

入院保険金

および通院

保 険 金 」 

補 償 特 約 
 

※特定感染症

は欄外をご

参照くださ

い。 

 

後遺障 害

保 険 金 

特定感染症の発病により、発病の日

からその日を含めて180日以内に傷

害補償(MS&AD型)特約所定の後遺障

害が発生した場合 

 

※ 発病の日からその日を含めて

180日を超えても治療中である

場合は、181日目における医師の

診断に基づき後遺障害の程度を

認定します。 

傷害死亡・

後遺障害

保険金額
 × 

約款所定の

保険金支払割合

(４％～100％)
 

※ 傷害後遺障害保険金または後遺障

害保険金をお支払いしている場

合、傷害死亡・後遺障害保険金額

からその額を差し引いた額が限度

となります。 

※ 「傷害後遺障害保険金の追加支払

に関する特約」がセットされた場

合、後遺障害保険金をお支払いし、

かつ、発病の日からその日を含め

て180日経過後も生存していると

きに、後遺障害保険金の額に保険

証券記載の倍数を乗じた額を追加

してお支払いします。 

(1)次のいずれかにより発病した特定

感染症の発病に対しては、保険金

をお支払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険

金受取人の故意または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為 

③被保険者に対する刑の執行 

④戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※ 

⑤地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑥核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑦上記⑥以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑧傷害補償(MS&AD型)特約により保

険金をお支払いするケガ 

(2)保険責任開始日からその日を含め

て10日以内に発病した特定感染症

（継続契約を含みません）に対し

ては、保険金をお支払いできませ

ん。 

など 

※ テロ行為によって発生したもの

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

入 院 

保 険 金 

特定感染症の発病により、入院し、

その入院が傷害入院保険金の免責

期間※を超えて継続した場合 

 

※ 発病の日からその日を含めて保

険証券記載の免責期間が満了す

るまでの期間をいいます。 

傷害入院

保険金日額
 × 入院日数  

※ 傷害入院保険金の免責期間が満了

した日の翌日からその日を含めて

傷害入院保険金の支払対象期間内

の入院を対象とし、１回の特定感

染症の発病につき、保険証券記載

の傷害入院保険金の支払限度日数

が限度となります。 

※ 「傷害入院保険金および傷害通院

保険金の７日間２倍支払特約」ま

たは「傷害入院保険金の７日間２

倍支払特約」がセットされた場合、

特定感染症による入院保険金のお

支払いする対象となる最初の７日

間に対して、保険金を２倍にして

お支払いします。 

通 院 

保 険 金 

特定感染症の発病により、発病の日

からその日を含めて保険証券記載

の傷害通院保険金の免責期間が満

了した日の翌日以降に、通院した場

合 

 

※ 通院とは、病院・診療所に通い、

または往診・訪問診療により、

治療を受けることをいい、オン

ライン診療による診察を含みま

す。なお、同月に複数回のオン

ライン診療を受けた場合で、公

的医療保険制度においてオンラ

イン診療料を１回算定された場

合は、最初の１回のみ通院した

ものとみなします。 
※ 治療を伴わない、薬剤、診断書、

医療器具等の受領等のためのも

のは、通院に含みません。 

傷害通院

保険金日額
 × 通院日数  

※ 傷害通院保険金の免責期間が満了

した日の翌日からその日を含めて

傷害通院保険金の支払対象期間内

の通院を対象とし、１回の特定感

染症の発病につき、保険証券記載

の傷害通院保険金の支払限度日数

が限度となります。 

※ 「傷害入院保険金および傷害通院

保険金の７日間２倍支払特約」が

セットされた場合、特定感染症に

よる通院保険金のお支払い対象と

なる最初の７日（入院保険金のお

支払い対象となる日数がある場合

はその日数を差し引いた日数）に

対して、保険金を２倍にしてお支

払いします。 

特定感染症：「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する次のいずれかの感染症をいいます。 

①一類感染症 ②二類感染症 ③三類感染症 ④新型コロナウイルス感染症（注１） ⑤指定感染症（注２） 

（注１)新型コロナウイルス感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイ

ルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに

限ります。）であるものに限ります。 

（注２)指定感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用され

る規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。 

2022年１月現在では、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリ

オ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大

腸菌感染症(O－157等)、腸チフス、パラチフス、新型コロナウイルス感染症をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  （230303）（2023年3月承認）GN22D010864 

 

所得の補償 

■補償内容 

補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意 

補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保

険会社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一

方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。 

補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別

居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

１．被保険者が、日本国内外において、身体障害を被り、その直接の結果として就業不能になった場合に、被保険者が被った損害に対して保険金

をお支払いします。 

２．被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。 

（注）保険金支払対象外の身体障害の影響などにより身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いし

ます。 

（注）「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

所 得 補 償

特 約 

 

補 償 重 複 

 

所得補 償

保 険 金 

日本国内外において、身体障害を

被り、就業不能となった場合 保険金額  × 
就業不能期間

の月数(＊)
  

＋ 保険金額  × 

就業不能期間の

うち１か月に満た

ない期間の日数

30

 

(＊) 就業不能期間の月数は、１か月単位

とし、１か月に満たない期間は切り

捨てます。 

※ 就業不能期間は、保険証券記載のて

ん補期間が限度となります。 

※ 平均月間所得額が保険金額より小さ

い場合は、上記算式の「保険金額」

を「平均月間所得額」に読み替えて

適用します。 
※ 免責期間を超える就業不能が終了し

た日からその日を含めて６か月以内

に再び就業不能になった場合は、前

の就業不能と同一の就業不能として

取り扱います。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊)の合計額が、平均

月間所得額を超えるときは、下記の

額を就業不能期間１か月あたりの保

険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の就業不能期間

１か月あたりの支払責任額(＊) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、平均

月間所得額から他の保険契約等

から支払われた保険金または共

済金の合計額を差し引いた残額。

ただし、この保険契約の就業不能

期間１か月あたりの支払責任額

(＊)を限度とします。 
(＊) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべき

保険金または共済金の額をいいま

す。 

(1)保険期間開始時（継続契約の場合

は継続されてきた最初の保険期間

の開始時）より前に就業不能の原

因となった身体障害を被っていた

場合については、保険金をお支払

いできません。 

(2)次のいずれかによる就業不能に対

しては、保険金をお支払いできま

せん。 

①保険契約者、被保険者または保険

金受取人の故意または重大な過失

による身体障害 

②被保険者の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為による身体障害 

③治療を目的として医師が使用した

場合以外における被保険者の麻

薬、あへん、大麻または覚せい剤、

シンナー等の使用による身体障害 

④被保険者の妊娠、出産、早産また

は流産による身体障害 

⑤戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動による身体

障害※1 

⑥核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故による

身体障害 

⑦上記⑥以外の放射線照射または放

射能汚染による身体障害 

⑧むちうち症・腰痛等で医学的他覚

所見のないもの※2 

⑨被保険者が次のいずれかに該当す

る間に発生した事故によって被っ

たケガ 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

⑩地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波によるケガ※3 

(3)被保険者が被った精神障害を原因

として発生した就業不能または被

保険者の妊娠もしくは出産を原因

として発生した就業不能に対して

は、保険金をお支払いできません。 

(4)特定疾病補償対象外の条件でのお

引受けとなり「特定疾病等対象外

特約」がセットされている場合、

保険証券記載のケガまたは病気に

よる就業不能に対しては、保険金
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

をお支払いできません。 

など 

 

※1 テロ行為によって発生した身体

障害に関しては自動セットの特

約により保険金お支払いの対象

となります。 

※2 被保険者が自覚症状を訴えてい

る場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻

科検査等によりその根拠を客観

的に証明することができないも

のをいいます。 

※3 「天災危険補償特約（所得補償

特約用）」がセットされた場合、

保険金お支払いの対象となりま

す。 
 

＜用語の解説＞ 

【身体障害】とは 

急激かつ偶然な外来の事故によるケガと病気（ケガ以外の身体の障害をいいます）をあわせて身体障害といいます。 

【就業不能】とは 

被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が身体障害

に起因して死亡した後または身体障害が治癒した後は、就業不能とはいいません。 

(1)その身体障害の治療のため、入院していること。 

(2)上記(1)以外で、その身体障害につき、医師の治療を受けていること。 

※ 「入院のみ補償特約(所得補償特約用)」がセットされた場合、身体障害を被り、その治療のため入院していることにより、保険証券記載

の業務に全く従事できない状態をいいます。 

※ 「家事従事者特約(所得補償特約用)」がセットされた場合、身体障害を被り、その治療のため入院していることにより、炊事、掃除、洗

濯および育児などの家事に全く従事できない状態をいいます。 

【てん補期間】とは 

保険金をお支払いする限度日数であり、免責期間終了日の翌日からその日を含めて保険証券記載の期間をいいます。 

※ 「保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約(所得補償特約用)」がセットされた場合のてん補期間は、就業不能の状態が免責期間を超え

て継続した場合の就業不能が開始した日からその日を含めて保険証券記載の期間をいいます。 

【免責期間】とは 

就業不能が開始した日からその日を含めて、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては保険金をお支払いでき

ません。 

※ 「保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約(所得補償特約用)」がセットされた場合、就業不能が開始した日からその日を含めて、継続して

就業不能である保険証券記載の日数をいい、就業不能の状態がこの期間を超えて継続しなかった場合は、保険金をお支払いできません。 

【就業不能期間】とは 

てん補期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。 

【平均月間所得額】とは 

被保険者が就業不能となる直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます(＊1)。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または

介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。 

平均月間所得額＝ 
 年間収入額(＊2)－働けなくなったことにより支出を免れる金額(＊3) 

12(か月)
 

(＊1)被保険者が事業所得者の場合は、被保険者ご本人が働けなくなったことにより減少する売上高・経費等に応じて決定します。 

(＊2)給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入額で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有

無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。 

(＊3)被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。 

（注）「家事従事者特約(所得補償特約用)」がセットされた場合、家事従事者の平均月間所得額は171,000円とします。 

■所得補償特約の補償条件を拡大する特約のうち主なものは下表のとおりです。 
特約名 概       要 

骨髄採取手術に伴う入院補償特約

（所得補償特約用）（注） 

骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、保険証券記載の業務に全く従事できない

場合についても所得補償保険金をお支払いする特約です。 

※ 初年度契約については１年の待機期間があります。 

（注）所得補償特約をセットされるご契約に自動セットされます。 
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医療費用の補償 

■補償内容 

補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意 

補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保

険会社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一

方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。 

補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別

居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

 
１．被保険者が身体障害（ケガまたは病気）を被り、日本国内において健康保険等の公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用した、病

院または診療所への入院により発生した費用を負担したことによって被った損害に対して次の保険金をお支払いします。 
２．被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。 

（注）「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

医 療 費 用

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

 

 

 

入院諸 費

用保険 金 

身体障害を被り、その身体障害の

治療のため保険証券記載の免責入

院日数を超えて日本国内で入院

し、費用を負担したことによって

損害を被った場合 

 

＜対象となる費用＞ 

①病院等の承認を得て使用した場

合のベッドまたは病室の使用料 

②被保険者が常時監視や介護が必

要不可欠な場合等に該当し、か

つ、医師が付添を必要と認めた

期間において、親族が被保険者

の付添をしたときの次に掲げる

費用 

・ 親族付添費（＊） 

…1日につき4,200円 

・ 交通費 

・ 寝具等の使用料 
（＊）「自動車損害賠償責任保険の

保険金等及び自動車損害賠

償責任共済の共済金等の支

払基準」に定める「入院中の

看護料」の額に基づきお支払

いします。 

③被保険者の家庭において次のい

ずれかの期間中に雇い入れたホ

ームヘルパーの雇入費用（ホー

ムヘルパーの紹介料および交通

費を含みます） 

・ 医師が付添を必要と認めた

期間 

・ 家事従事者である被保険者

が入院している期間 

④被保険者の治療に必要かつ有益

な諸雑費（＊） 

…入院1日につき1,100円 
（＊）「自動車損害賠償責任保険の保険

金等及び自動車損害賠償責任共

済の共済金等の支払基準」に定

める「入院中の諸雑費」の額に

基づきお支払いします。 

⑤次の交通費 

・ 入院のために必要とした病

院等までの交通費 

・ 医師が必要と認めた病院等

への転院のために必要とし

た交通費 

・ 退院のために必要とした病

院等から住居までの交通費 

⑥入院時の療養の給付と併せて受

けた食事療養に要する費用また

は生活療養のうち食事の提供に

要する費用 

● 免責入院日数方式 

損害の額  

※ １回の入院につき次の算式によって

算出した額が限度となります。 

支払限度

基礎日額
 × 





 

入院

日数
(＊)

 － 

免責

入院

日数
  

(＊) 入院日数とは、入院を開始した日か

らその日を含めて保険証券記載の支

払限度日数までの期間中の入院が対

象となります。 

※ １回の入院につき、入院を開始した

日から、その日を含めて支払限度日

数を経過した日の属する月の末日ま

での期間中の入院に要した費用に限

ります。 

※ 退院した日からその日を含めて180

日以内に再入院した場合は、前の入

院とあわせて１回の入院となりま

す。 

※ 第三者からの損害賠償金や他の保険

契約等以外で損害をてん補するその

他の給付がある場合は、その額を差

し引いてお支払いします。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊)の合計額が、損害

の額を超えるときは、下記の額を保

険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額
(＊) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、損害

の額から他の保険契約等から支払

われた保険金または共済金の合計

額を差し引いた残額。ただし、こ

の保険契約の支払責任額(＊)を限

度とします。 
(＊) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべき

保険金または共済金の額をいいま

す。 

(1)保険期間の開始時（継続契約の場

合は継続されてきた最初の保険期

間の開始時）より前に被った身体

障害については、保険金をお支払

いできません。※1 

(2)次のいずれかによる身体障害につ

いては、保険金をお支払いできま

せん。 

①保険契約者、被保険者または保険

金受取人の故意または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為 

③治療を目的として医師が使用した

場合以外における被保険者の麻

薬、あへん、大麻または覚せい剤、

シンナー等の使用 

④戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※2 

⑤核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑥上記⑤以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑦むちうち症・腰痛等で医学的他覚

所見のないもの※3 

(3)次のいずれかによってケガを被り

入院を開始した場合には、保険金

をお支払いできません。 

①被保険者が次のいずれかに該当す

る間に発生した事故によって被っ

たケガ 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動等を運転してい

る間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

②地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波※4 

(4)次のいずれかによる入院について

は、保険金をお支払いできません。 

①被保険者の被った精神障害を原因

として開始した入院 

②被保険者の妊娠または出産を原因

として開始した入院。ただし、異

常妊娠、異常分娩または産じょく

期の異常を含みません。 

③被保険者のじ核、裂肛またはじろ

うを原因として開始した入院 

など 

(5)特定疾病補償対象外の条件でのお

引受けとなり「特定疾病等対象外

特約」がセットされている場合、

● 免責金額方式 

損害の額  － 
免責金額(＊)

(5,000円)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあた

って損害の額から差し引く金額で、自己

負担となる金額をいいます。 

※ 「入院諸費用保険金の免責入院日数
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

 を免責金額に変更する特約（医療費

用補償特約用）」がセットされます。 

※ １回の入院につき次の算式によって

算出した額が限度となります。 

支払限度

基礎日額
 × 入院日数(＊)  

(＊) 入院日数とは、入院を開始した日か

らその日を含めて保険証券記載の支

払限度日数までの期間中の入院が対

象となります。 

※ １回の入院につき、入院を開始した

日から、その日を含めて支払限度日

数を経過した日の属する月の末日ま

での期間中の入院に要した費用に限

ります。 

※ 退院した日からその日を含めて180

日以内に再入院した場合は、前の入

院とあわせて１回の入院となりま

す。 

※ 第三者からの損害賠償金や他の保険

契約等以外で損害をてん補するその

他の給付がある場合は、その額を差

し引いてお支払いします。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、損害

の額(＊2)を超えるときは、下記の額

を保険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、損害

の額(＊2)から他の保険契約等か

ら支払われた保険金または共済金

の合計額を差し引いた残額。ただ

し、この保険契約の支払責任額(＊

1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約ま

たは共済契約に免責金額の適用が

ある場合には、そのうち最も低い免

責金額を差し引いた残額とします。 

保険証券記載のケガまたは病気に

対しては、保険金をお支払いでき

ません。 
 
※1 被保険者が身体障害を被った時

が、その身体障害による入院を
開始した日から保険契約の継続
する期間を遡及して365日以前
である場合は、その身体障害は、
保険期間の開始時以降に被った
ものとして保険金お支払いの対
象となります。 

※2 テロ行為によって発生した身体

障害に関しては自動セットの特

約により保険金お支払いの対象

となります。 

※3 被保険者が自覚症状を訴えてい

る場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻

科検査等によりその根拠を客観

的に証明することができないも

のをいいます。 

※4 「天災危険補償特約」がセット

された場合、保険金お支払いの

対象となります。 

先進医 療

費 用 

保 険 金 

身体障害を被り、その身体障害の

治療のため日本国内で入院し、費

用を負担したことによって損害を

被った場合 

 

＜対象となる費用＞ 

①「先進医療」に要する費用 

②次の交通費 

・ 「先進医療」を受けるため

に必要とした病院等までの

交通費 

・ 医師が必要と認めた病院等

への転院のために必要とし

た交通費 

・ 退院のために必要とした病

院等から住居までの交通費 

 

※ 「先進医療」とは、治療を受け

た時点において、厚生労働省告

示に基づき定められている評

価療養のうち、別に厚生労働大

臣が定めるものをいいます。た

だし、先進医療ごとに別に厚生

労働大臣が定める施設基準に

損害の額  

※ １回の入院につき、保険証券記載の

額が限度となります。 

※ １回の入院につき、入院を開始した

日から、その日を含めて支払限度日

数を経過した日の属する月の末日ま

での期間中に要した費用に限りま

す。 

※ 退院した日からその日を含めて180

日以内に再入院した場合は、前の入

院とあわせて１回の入院となりま

す。 

※ 第三者からの損害賠償金や他の保険

契約等以外で損害をてん補するその

他の給付がある場合は、その額を差

し引いてお支払いします。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊)の合計額が、損害

の額を超えるときは、下記の額を保

険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

適合する病院または診療所に

おいて行われるものに限りま

す。対象となる「先進医療」の

種類は特約保険期間中に変動

することがありますので、詳し

くは厚生労働省のホームペー

ジ等でご確認ください。 

 

【病院直接支払いについて】 

・お客さまに代わり、先進医療に

かかる費用(技術料)を直接お支

払いすることができます。  

・通常、治療実施後に保険金の請

求をいただく場合は、引受保険

会社から保険金をお支払いする

まで一時的にお客さまご自身で

先進医療にかかる費用(技術料)

の立替えが必要です。  

・先進医療にかかる費用(技術料）

は高額になるケースもあるの

で、保険金として直接病院へお

支払いをすることで、経済的に

も安心して治療に専念すること

ができます。 

 

＜ご利用にあたっての注意点＞  

以下の条件を満たすことが必要と

なります。  

〇保険金支払対象であり、先進医

療の費用（技術料）が10万円以

上かつ先進医療費用保険金支払

限度額の範囲内であること  

〇先進医療を受ける前に引受保険

会社にお申し出があり、かつ確

認のための引受保険会社所定の

書面のご提出があること（ご提

出いただいた書面に基づき、事

前に病院に内容確認をさせてい

ただきます）  
（注）ただし、病院が直接支払の実施

に同意いただけない場合や保険

金お支払いのための内容確認で

相当の時間を要する等治療の妨

げになるおそれのある場合等

は、病院直接支払をご利用いた

だけない場合がありますのであ

らかじめご了承ください。 

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額
(＊) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、損害

の額から他の保険契約等から支払

われた保険金または共済金の合計

額を差し引いた残額。ただし、こ

の保険契約の支払責任額(＊)を限

度とします。 
(＊) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべき

保険金または共済金の額をいいま

す。 
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その他の費用の補償 

 

補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意 

補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険

会社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方

の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。 

補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居

への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

 

■その他の費用等に関する特約の補償内容 ＜ご自身に対する補償に関するもの＞ 

１．被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。 

２．被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする

事故等が発生した時におけるものをいいます。 

被保険者 

特約 
ご本人※1 ご本人の配偶者※2 親族※3 

携行品損害補償特約 ○ ○※4 ○※4 

ホールインワン・アルバトロス費用補償特約（団体総合生活補償保険用） ○ ○※5 ○※6 

救援者費用等補償特約 
保険契約者、救援対象者※7および救援対象者※7の配偶者※2・親族

※8 

育英費用補償特約 ○※9 － － 

緊急費用補償（特定親族補償用）特約 ○ － － 

弁護士費用特約 ○ ○ ○ 

事業主費用補償特約 補償対象者※7が所属する組織または補償対象者※7と雇用関係のある事業主 

住宅内生活用動産補償特約 ○ ○※4 ○※4 

キャンセル費用補償特約 ○ ○※4 ○※4 

傷害による家事代行費用等補償特約 入院対象者※1 ※10・入院対象者と生計を共にする親族※8 

疾病による家事代行費用等補償特約 入院対象者※1・入院対象者と生計を共にする親族※8 

入院時親族緊急駆けつけ費用補償特約 
入院対象者※1の配偶者※2・入院対象者またはその配偶者※2の２親

等内の親族 

特定感染症危険「葬祭費用保険金」補償特約 保険契約者、補償対象者※7の配偶者※2・親族※8 

葬祭費用補償特約 補償対象者※1の配偶者※2・親族※8 

※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。 

※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚

姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※8」または「別居の未婚※11の子」をいいます。 

※4 ケガに関する補償で被保険者となる場合に限り、被保険者となります。 

※5 「家族型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用)」または「夫婦型への変更に関する特約(ホールインワン・

アルバトロス費用補償特約用)」がセットされた場合に限り、被保険者となります。 

※6 「家族型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用)」または「配偶者対象外型への変更に関する特約(ホール

インワン・アルバトロス費用補償特約用)」がセットされた場合に限り、被保険者となります。 

※7 ケガに関する補償において被保険者となる方をいいます。 

※8 ６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。 

※9 育英費用補償特約は、学生・生徒・園児等または満23才未満の方を被保険者としてご加入ください。また保険証券に記載されたご本人以外

の方をこの特約の被保険者とすることができます。 

※10 「配偶者家事代行費用等補償特約」がセットされた場合の入院対象者は、ご本人※1の配偶者※2をいいます。 

※11 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

 

（注）「保険金をお支払いする場合」、「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

携 行 品 

損 害 

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

 
※「新価保険

特約（携行

品損 害補

償 特 約

用）」が自

動セ ット

されます。 

携 行 品 

損 害 

保 険 金 

被保険者が居住する住宅（敷地を

含みます）外において、偶然な事

故により、被保険者が携行してい

る被保険者所有の身の回り品（携

行品）に損害が発生した場合 

 

＜補償対象外となる主な携行品＞ 

①株券、手形その他の有価証券、

印紙、切手その他これらに類す

る物。ただし、乗車券等、定期

券、通貨および小切手について

は補償対象となります。 

②預金証書または貯金証書（通帳、

キャッシュカードを含みます）、

クレジットカード、ローンカー

損害の額(*1)  － 
免責金額(*2)

(3,000円)
 

(*1)損害の額とは、次の額をいいます。 

①下記②、③以外の携行品 

ア．携行品の損傷を修理できない場合は、

携行品の再調達価額（＊3）をいいます。 

イ．携行品の損傷を修理できる場合は、「修

理費」から「修理に伴って発生した残

存物がある場合はその価額」を差し引

いた額（＊4）とし、再調達価額（＊3）

を限度とします。 

②貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董（とう）、

彫刻物その他美術品 

ア．携行品の損傷を修理できない場合は、

携行品の保険の価額（その携行品と同

次のいずれかによって発生した損害

に対しては、保険金をお支払いできま

せん。 

①保険契約者、被保険者、保険金受取

人または被保険者と同居する親族

※1の故意または重大な過失 

②被保険者が次のいずれかに該当す

る間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

ド、プリペイドカード、電子マ

ネーその他これらに類する物 

③稿本（本などの原稿）、設計書、

図案、証書（運転免許証、パス

ポートを含みます）、帳簿、ひな

形、鋳型、木型、紙型、模型、

勲章、き章、免許状その他これ

らに類する物。ただし、印章に

ついては補償対象となります。 

④船舶（ヨット、モーターボート、

水上バイク、ボートおよびカヌ

ーを含みます）、航空機、自動車

等、雪上オートバイおよびゴー

カートならびにこれらの付属品 

⑤自転車、ハンググライダー、パ

ラグライダー、サーフボード、

ウインドサーフィンおよびラジ

コン模型ならびにこれらの付属

品 

⑥義歯、義肢その他これらに類す

る物 

⑦動物および植物 

⑧テープ、カード、ディスク、ド

ラム等のコンピュータ用の記録

媒体に記録されているプログラ

ム・データ（市販されていない

もの）その他これらに類する物 

⑨眼鏡、コンタクトレンズ、補聴

器、携帯電話・ＰＨＳ・ポケッ

トベル等の携帯式通信機器、ノ

ート型パソコン・ワープロ・ウ

ェアラブル端末等の携帯式電子

事務機器およびこれらの付属品 

など 

等と認められる物の市場流通価額）を

いいます。 

イ．携行品の損傷を修理できる場合は、次

の額（＊4）とし、保険の価額（その携

行品と同等と認められる物の市場流通

価額）を限度とします。 

修理費  － 

修理によって

携行品の価額

が増加した場合

はその増加額

 

－ 

修理に伴って発生

した残存物がある

場合はその価額
 

③乗車券等 

乗車券等の経路および等級の範囲内で、事

故の後に被保険者が支出した費用（＊4） 

(*2) 免責金額とは、支払保険金の計算にあた

って損害の額から差し引く金額で、自己

負担となる金額をいいます。 

(*3) 再調達価額とは、損害が発生した時の発

生した場所における携行品と同一の構

造、質、用途、規模、型、能力のものを

再取得するのに必要な金額をいいます。 

(*4) 損害の発生または拡大を防止するため

に要した費用等を含みます。 

※ 保険期間を通じ、携行品損害保険金

額が限度となります。 

※ 保険金をお支払いする損害の額は、

１事故につき、携行品１個、１組ま

たは１対あたり10万円（乗車券等ま

たは通貨・小切手は合計５万円）が

限度となります。 

※ 携行品が盗難にあった場合は、警察

等への届け出が必要となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、損害

の額(＊2)を超えるときは、下記の額

を保険金としてお支払いします。 

・再調達価額を基準として算出した

損害の額に基づき保険金または共

済金を支払う旨取決めのある他の

保険契約等から保険金または共済

金が支払われていない場合は、こ

の保険契約の支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合または再

調達価額を基準として算出した損

害の額に基づき保険金または共済

金を支払う旨取決めのない他の保

険契約等の場合は、損害の額(＊2)

から他の保険契約等から支払われ

たまたは支払われるべき保険金ま

たは共済金の合計額を差し引いた

残額。ただし、この保険契約の支

払責任額(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約ま

たは共済契約に免責金額の適用が

ある場合には、そのうち最も低い免

責金額を差し引いた残額とします。 

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転してい

る間 

③戦争、外国の武力行使、革命、内乱

等の事変または暴動※2 

④地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・

有害な特性による事故 

⑥上記⑤以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑦差押え・破壊等の公権力の行使。た

だし、火災消防または避難に必要な

処置である場合を含みません。 

⑧携行品の欠陥 

⑨携行品の自然の消耗、劣化、変質、

さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、

自然発熱またはねずみ食い、虫食い

等 

⑩携行品の平常の使用または管理に

おいて通常発生し得るすり傷、かき

傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、た

わみ、へこみ、落書き等外観上の損

傷または汚損であって、携行品ごと

にその携行品が有する機能の喪失

または低下を伴わないもの 

⑪偶然な外来の事故に直接起因しな

い携行品の電気的事故・機械的事

故。ただし、これらにより発生した

火災による損害を含みません。 

⑫携行品である液体の流出。ただし、

他の携行品に発生した損害を含み

ません。 

⑬携行品の置き忘れ・紛失 

など 

※1 親族とは、配偶者、６親等内の

血族、３親等内の姻族をいいま

す。 

※2 テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

ホ ー ル イ

ン ワ ン ・ 

ア ル バ ト

ロ ス 費 用

補 償 特 約

（ 団 体 総

合 生 活 補

償保険用） 

 

ホール イ

ンワン ・ 

アルバ ト

ロス費 用

保 険 金 

アマチュアゴルファーである被保

険者が保険期間中に日本国内の９

ホール以上を有するゴルフ場にお

いて、ゴルフ競技中にホールイン

ワンまたはアルバトロスを達成し

た場合に、慣習として負担する費

用（実費）をお支払いします。 

保険金お支払いの対象となる

ホールインワン・

アルバトロス費用の額
 

＜ホールインワン・アルバトロス費用＞ 

①贈呈用記念品購入費用。ただし、次の

購入費用は含みません。 

ア．貨幣、紙幣 

イ．有価証券 

ウ．商品券等の物品切手 

次のいずれかによって発生した損害

に対しては、保険金をお支払いできま

せん。 

①日本国外で達成したホールインワ

ンまたはアルバトロス 

②ゴルフ場経営者がその経営するゴ

ルフ場で達成したホールインワン

またはアルバトロス 

③ゴルフ場の従業員等が実際に勤務
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

補 償 重 複 ホールインワンまたはアルバ

トロスは、日本国内のゴルフ場

において、同伴競技者１名以上

とパー35 以上の９ホール（ハ

ーフ）を正規にラウンドした場

合のもので、次の①および②の

両方が目撃(＊)したものに限

ります。 

①同伴競技者 

②同伴競技者以外の第三者(具

体的には次の方をいいます) 

同伴キャディ、ゴルフ場使

用人、ワン・オン・イベン

ト業者、ゴルフ場で工事中

の造園業者、先行・後続組

のプレーヤー、ゴルフ場内

の売店運営業者など 

 

ご注意 

キャディ帯同のない「セル

フプレー中」の場合は、原

則として、保険金のお支払

い対象となりませんのでご

注意ください。ただし、同

伴競技者以外の第三者の目

撃(＊)がある場合にかぎり、

保険金をお支払いします。 

 

※上記にかかわらず、次の場合

のホールインワンまたはア

ルバトロスもお支払いの対

象になります。 

・公式競技において、上記①

または②のいずれかの目撃

(＊)がある場合 

・ホールインワンまたはアル

バトロスの達成が客観的に

確認できるビデオ映像等が

ある場合 
(*)目撃とは、打ったボールがホー

ルにカップインしたことをその

場で確認することをいいます

（達成後に呼ばれてカップイン

したボールを確認した場合は

「目撃」に該当しません）。 

  

エ．プリペイドカード（ホールインワ

ンまたはアルバトロス達成を記念

して特に作成したプリペイドカー

ドは贈呈用記念品に含みます） 

②祝賀会費用 

③ゴルフ場に対する記念植樹費用 

④同伴キャディに対する祝儀 

⑤その他、慣習として支出することが適

当な次の費用。ただし、ホールインワ

ン・アルバトロス費用保険金額の10％

を限度とします。 

ア．社会貢献、自然保護またはゴルフ

競技発展に役立つ各種費用 

イ．ゴルフ場の使用人に対する謝礼費

用 

ウ．記念植樹を認めないゴルフ場にお

いてホールインワンまたはアルバ

トロスを記念して作成するモニュ

メント等の費用 

 

※ １回のホールインワンまたはアルバ

トロスにつき、ホールインワン・ア

ルバトロス費用保険金額が限度とな

ります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、支払

限度額(＊2)を超えるときは、下記の

額を保険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、支払

限度額(＊2)から他の保険契約等

から支払われた保険金または共済

金の合計額を差し引いた残額。た

だし、この保険契約の支払責任額

(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(＊2) 支払限度額は、この保険契約および

他の保険契約等の支払責任額のう

ち最も高い支払責任額とします。 

 

この費用を補償する他の保険契約等（異なる

保険種類の特約や引受保険会社以外の保

険契約または共済契約を含みます）に複数

ご加入されても、お支払いする保険金の額

は、それらのご契約のうち最も高い保険金額

が限度となります。それぞれの保険契約等か

ら重複して保険金をお支払いできませんの

でご注意ください。 

  

しているゴルフ場で達成したホー

ルインワンまたはアルバトロス 

など 

救 援 者 

費 用 等 

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

救 援 者 

費 用 等 

保 険 金 

救援対象者が次のいずれかに該当

し、被保険者が救援者費用等を負

担したことによって損害を被った

場合 

①救援対象者が搭乗している航空

機・船舶が行方不明になった場

合または遭難した場合 

②急激かつ偶然な外来の事故によ

り救援対象者の生死が確認でき

ない場合または緊急な捜索・救

助活動を要する状態となったこ

とが警察等の公の機関により確

認された場合 

③救援対象者が、急激かつ偶然な

外来の事故によるケガのため、

救援者費用等の額  

＜救援者費用等＞ 

被保険者が負担した次の費用をいいま

す。 

①捜索救助費用 

②現地へ赴く交通費（救援者２名分・１

往復分限度） 

③宿泊料（救援者２名分・１名につき14

日分限度） 

④救援対象者の移送・移転費用 

⑤諸雑費（日本国内３万円限度、国外20

万円限度） 

 

※ 社会通念上妥当な部分で、かつ、「保

次のいずれかによって発生した損害

に対しては、保険金をお支払いできま

せん。 

①保険契約者、救援対象者、被保険

者または保険金受取人の故意また

は重大な過失 

②救援対象者の闘争行為、自殺行為

または犯罪行為 

③救援対象者が次のいずれかに該当

する間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

事故の発生の日からその日を含

めて180日以内に、死亡した場合

または継続して14日以上入院し

た場合 

 

険金をお支払いする場合」のいずれ

かと同等の他の事故に対して通常負

担する費用相当額（この特約に加入

していなければ発生しなかった費用

は含みません）をお支払いします。

ただし、保険期間を通じ、救援者費

用等保険金額が限度となります。 

※ 第三者からの損害賠償金がある場合

はその額を差し引いてお支払いしま

す。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊)の合計額が、費用

の額を超えるときは、下記の額を保

険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額
(＊) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、費用

の額から他の保険契約等から支払

われた保険金または共済金の合計

額を差し引いた残額。ただし、こ

の保険契約の支払責任額(＊)を限

度とします。 
(＊) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべき

保険金または共済金の額をいいま

す。 

等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転してい

る間 

④救援対象者の脳疾患、病気または

心神喪失 

⑤救援対象者の妊娠、出産、早産ま

たは流産 

⑥保険金をお支払いすべきケガの治

療以外の救援対象者に対する外科

的手術その他の医療処置 

⑦救援対象者に対する刑の執行 

⑧戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

⑨地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑩核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑪上記⑩以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑫救援対象者が山岳登はん（ピッケ

ル、アイゼン、ザイル、ハンマー

等の登山用具を使用するもの、ロ

ッククライミング（フリークライ

ミングを含みます）をいい、登る

壁の高さが５ｍ以下であるボルダ

リングを含みません）、職務以外で

の航空機操縦、スカイダイビング、

ハンググライダー搭乗等の危険な

運動を行っている間の事故 

⑬むちうち症・腰痛等で医学的他覚

所見のないもの※2 

⑭細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 

など 

※1 テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 救援対象者が自覚症状を訴えて

いる場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻

科検査等によりその根拠を客観

的に証明することができないも

のをいいます。 

育 英 費 用 

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

育英費 用

保 険 金 

扶養者が急激かつ偶然な外来の事

故によるケガのため、次のいずれ

かに該当する状態になった場合

に、それによって被保険者が扶養

されなくなることにより損失を被

った場合 

①事故の発生の日からその日を含

めて 180 日以内に死亡した場合 

②事故の発生の日からその日を含

めて 180 日以内に後遺障害が発

生し、その後遺障害が約款所定

の後遺障害等級第２級に掲げる

保険金支払割合(89％)以上に認

定された場合 

③事故の発生の日からその日を含

めて 180 日以内に次に掲げる後

遺障害が発生した場合 

ア．神経系統の機能または精神

に著しい障害を残し、終身

労務に服することができな

いもの 

イ．胸腹部臓器の機能に著しい

障害を残し、終身労務に服

することができないもの 

育英費用保険金額の全額  

※ 育英費用保険金をお支払いした場

合、この特約は失効します。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、支払

限度額(＊2)を超えるときは、下記の

額を保険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、支払

限度額(＊2)から他の保険契約等

から支払われた保険金または共済

金の合計額を差し引いた残額。た

だし、この保険契約の支払責任額

(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(1)次のいずれかによって発生した扶

養者のケガによる損失に対して

は、保険金をお支払いできません。 

①保険契約者、被保険者、保険金受

取人または扶養者の故意または重

大な過失 

②扶養者の闘争行為、自殺行為また

は犯罪行為 

③扶養者が次のいずれかに該当する

間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転してい

る間 

④扶養者の脳疾患、病気または心神

喪失 

⑤扶養者の妊娠、出産、早産または
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

 

※ 扶養者は、被保険者を扶養する

方で保険証券の扶養者欄に記

載された方となります。 

※ 事故の発生の日からその日を

含めて180日を超えて治療中で

ある場合は、181日目における

医師の診断に基づき後遺障害

の程度を認定します。 

(＊2) 支払限度額は、この保険契約および

他の保険契約等の支払責任額のう

ち最も高い支払責任額とします。 

 
この費用を補償する他の保険契約等（異なる

保険種類の特約や引受保険会社以外の保

険契約または共済契約を含みます）に複数

ご加入されても、お支払いする保険金の額

は、それらのご契約のうち最も高い保険金額

が限度となります。それぞれの保険契約等か

ら重複して保険金をお支払いできませんの

でご注意ください。 
 

流産 

⑥保険金をお支払いすべきケガの治

療以外の扶養者に対する外科的手

術その他の医療処置 

⑦扶養者に対する刑の執行 

⑧戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※ 

⑨地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑩核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑪上記⑩以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑫細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 

(2)保険金をお支払いする場合に該当

した時に、扶養者が被保険者を扶

養していない場合、保険金をお支

払いできません。 

など 

※ テロ行為によって発生した損失

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

緊 急 費 用

補償（特定

親 族 補 償

用 ） 特 約 

 

補 償 重 複 

緊急費 用

保 険 金 

特定親族が急激かつ偶然な外来の

事故によるケガのため、次のいず

れかに該当し、被保険者が交通費

等の費用を負担したことによって

損害を被った場合 

①事故の発生の日からその日を含

めて180日以内に死亡した場合 

②事故の発生の日からその日を含

めて180日以内に継続して14日

以上入院した場合 

 

※ 特定親族とは、被保険者の配偶

者、被保険者またはその配偶者

の子または親をいいます。 

緊急費用の額  

＜緊急費用＞ 

被保険者が負担した次の費用をいいま

す。 

①現地へ赴く交通費（１往復分限度） 

②宿泊料（14日分限度） 

 

※ 社会通念上妥当な部分で、かつ、「保

険金をお支払いする場合」のいずれ

かと同等の他の事故に対して通常負

担する費用相当額（この特約に加入

していなければ発生しなかった費用

は含みません）をお支払いします。 

※ 保険期間を通じ、緊急費用保険金額

が限度となります。 

※ 第三者からの損害賠償金がある場合

はその額を差し引いてお支払いしま

す。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊)の合計額が、損害

の額を超えるときは、下記の額を保

険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額
(＊) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、損害

の額から他の保険契約等から支払

われた保険金または共済金の合計

額を差し引いた残額。ただし、こ

の保険契約の支払責任額(＊)を限

度とします。 
(＊) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべき

保険金または共済金の額をいいま

す。 

次のいずれかによって発生した損害

に対しては、保険金をお支払いできま

せん。 

①保険契約者、被保険者、特定親族

または保険金受取人の故意または

重大な過失 

②特定親族の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為 

③特定親族が次のいずれかに該当す

る間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転してい

る間 

④特定親族の脳疾患、病気または心

神喪失 

⑤特定親族の妊娠、出産、早産また

は流産 

⑥保険金をお支払いすべきケガの治

療以外の特定親族に対する外科的

手術その他の医療処置 

⑦特定親族に対する刑の執行 

⑧戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

⑨地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑩核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑪上記⑩以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑫特定親族が山岳登はん（ピッケル、

アイゼン、ザイル、ハンマー等の

登山用具を使用するもの、ロック

クライミング（フリークライミン

グを含みます）をいい、登る壁の

高さが５ｍ以下であるボルダリン

グを含みません）、職務以外での航

空機操縦、スカイダイビング、ハ

ンググライダー搭乗等の危険な運

動を行っている間の事故 

⑬むちうち症・腰痛等で医学的他覚
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

所見のないもの※2 

⑭細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 

など 

※1 テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 特定親族が自覚症状を訴えてい

る場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻

科検査等によりその根拠を客観

的に証明することができないも

のをいいます。 

弁 護 士 

費 用 特 約 

 

補 償 重 複 

弁 護 士 

費 用 等 

保 険 金 

日本国内において偶然な事故によ

り被保険者に次の①または②の被

害が発生し、被保険者またはその

法定相続人がその被害に関する損

害賠償請求を行った結果、弁護士

費用等を負担したことによって損

害を被った場合 

①被保険者が被った身体の障害 

②被保険者が居住する住宅または

被保険者の日常生活用動産の損

壊または盗取 

 

＜弁護士費用等＞ 

損害賠償に関する争訟についての

次の費用をいい、法律相談費用を

除きます。ただし、被保険者また

は法定相続人が、これらの費用を

支出する際の手続き等を行うこと

によって得られなくなった収入は

対象となりません。 

①あらかじめ引受保険会社の承認

を得て委任した弁護士、司法書

士または行政書士に対する弁護

士報酬(＊1)、司法書士報酬(＊

1)、行政書士報酬(＊2) 

②訴訟費用、仲裁、和解もしくは

調停に要した費用およびその他

権利の保全もしくは行使に必要

な手続きをするために要した費

用 
（＊1）弁護士または司法書士に委任し

た事件の対象に基づき算定され

る着手金・手数料、委任によっ

て確保された利益に基づき算定

される報酬金をいいます。 

（＊2）書類の作成および書類の提出手

続きの代理の対価として算定さ

れる金額をいいます。 

弁護士費用等の額  

※ １事故につき、被保険者１名ごとに

弁護士費用等保険金額(300万円)が

限度となります。 

※ 費用の支出には保険会社の同意が必

要となります。 

※ 賠償義務者または第三者から既に支

払われた金額がある場合は、その金

額を差し引いてお支払いします。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、損害

の額(＊2)を超えるときは、下記の額

を保険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、損害

の額(＊2)から他の保険契約等か

ら支払われた保険金または共済金

の合計額を差し引いた残額。ただ

し、この保険契約の支払責任額(＊

1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約ま

たは共済契約に免責金額の適用が

ある場合には、そのうち最も低い免

責金額を差し引いた残額とします。 

次のいずれかによって発生した被害

に対しては、保険金をお支払いできま

せん。 

①保険契約者、被保険者または保険

金受取人の故意または重大な過失 

②被保険者の自殺行為、犯罪行為ま

たは闘争行為 

③被保険者相互間の事故 

④被保険者が次に掲げる状態にある

間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

⑤被保険者が、麻薬または大麻等の

影響を受けているおそれがある状

態での事故 

⑥戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

⑦地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑧核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性に起因する事故 

⑨上記⑧以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑩大気汚染、水質汚濁等の環境汚染 

⑪石綿・石綿を含む製品が有する発が

ん性・有害な特性または石綿の代替

物質・代替物質を含む製品が有する

発がん性その他の石綿と同種の有

害な特性に起因する事故 

⑫外因性内分泌かく乱化学物質の有

害な特性に起因する事故 

⑬電磁波障害に起因する事故 

⑭被保険者の妊娠、出産、早産また

は流産 

⑮被保険者に対する外科的手術その

他の医療処置※2 

⑯被保険者に対する刑の執行 

⑰住宅または日常生活用動産の差押

え・破壊等の公権力の行使 

⑱住宅または日常生活用動産自体の

欠陥、自然の消耗、劣化、変質、

さび、かび、剥がれ、肌落ち、発

酵、自然発熱またはねずみ食い、

虫食い等もしくは詐取、紛失 

⑲被保険者の業務遂行に直接起因す

る事故 

⑳被保険者の業務の用に供される動

産の損壊または盗取 

㉑被保険者が違法に所有・占有する

財物の損壊または盗取 

など 

※1 テロ行為によって発生した被害

に関しては自動セットの特約に

法律相 談

費 用 

保 険 金 

日本国内において偶然な事故によ

り被保険者に次の①または②の被

害が発生し、被保険者またはその

法定相続人がその被害について、

法律相談を行った結果、法律相談

費用を負担したことによって損害

を被った場合 

①被保険者が被った身体の障害 

②被保険者が居住する住宅または

被保険者の日常生活用動産の損

壊または盗取 

 

＜法律相談費用＞ 

法律相談の対価として弁護士、司

法書士または行政書士に支払われ

るべき費用をいいます。なお、書

面による鑑定料、着手金、報酬金、

手数料、顧問料および日当は含み

ません。 

法律相談費用の額  

※ １事故につき、被保険者１名ごとに

10万円が限度となります。 

※ 被害が発生した日からその日を含め

て３年以内に開始された法律相談費

用が対象となります。 

※ 費用の支出には保険会社の同意が必

要となります。 

※ 賠償義務者または第三者から既に支

払われた金額がある場合は、その金

額を差し引いてお支払いします。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、損害

の額(＊2)を超えるときは、下記の額

を保険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、損害

の額(＊2)から他の保険契約等か

ら支払われた保険金または共済金

の合計額を差し引いた残額。ただ

し、この保険契約の支払責任額(＊

1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約ま

たは共済契約に免責金額の適用が

ある場合には、そのうち最も低い免

責金額を差し引いた残額とします。 

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 被保険者に対する外科的手術そ

の他の医療処置には、作為・不

作為を問わず次の行為を含みま

す。 

ア．診療、診察、検査、診断、治

療、看護または病気の予防 

イ．医薬品または医療用具等の調

剤、調整、鑑定、販売、授与

または授与の指示 

ウ．身体の整形 

エ．あんま、マッサージ、指圧、

鍼（はり）、灸（きゅう）また

は柔道整復等 

 

＜法律相談費用保険金のみ＞ 

被保険者またはその法定相続人が、次

のいずれかの事由にかかわる法律相

談を行うことによる損害に対しては、

保険金をお支払いできません。 

①婚姻、離婚、親子関係、養子、親

権、後見、扶養または相続 

②売買、金銭消費貸借契約、賃借権、

雇用、請負、斡旋、仲介など 

③名誉毀(き)損、肖像権またはプラ

イバシーの侵害等の身体障害を伴

わない人格権侵害 

④日照権、騒音、悪臭等、住宅また

は日常生活用動産の損壊または盗

取を伴わない事由 

⑤損害保険契約、生命保険契約また

はこれらに類似の共済契約 

など 

事 業 主 

費 用 補 償

特 約 

 

補 償 重 複 

事 業 主 

費 用 

保 険 金 

補償対象者の事故によるケガのた

め傷害死亡保険金または傷害後遺

障害保険金をお支払いする場合

に、被保険者が臨時に次の費用を

負担したことにより損害を被った

とき 

①葬儀費用、香典、花代、弔電費

用等の補償対象者の葬儀に関す

る費用 

②遠隔地で事故が発生した際の補

償対象者の捜索費用、移送費用

等の救援者費用 

③事故現場の清掃費用等の復旧費

用 

④補償対象者の代替のための求

人・採用等に関する費用 

⑤その他傷害死亡保険金または傷

害後遺障害保険金の支払事由に

直接起因して負担した費用のう

ち引受保険会社が妥当と認めた

費用 

 

※ 対象となる費用は、傷害死亡保

険金または傷害後遺障害保険

金を支払うべき補償対象者の

ケガの原因となった事故の発

生の日からその日を含めて180

日以内に要した、その補償対象

者に関する費用に限ります。 

損害の額  

※ 社会通念上妥当な費用相当額とし、

事業主費用保険金額が限度となりま

す。ただし、被保険者が補償対象者

の遺族または補償対象者に支払う費

用により被った損害に対しては、100

万円が限度となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、支払

限度額(＊2)を超えるときは、下記の

額を保険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、支払

限度額(＊2)から他の保険契約等

から支払われた保険金または共済

金の合計額を差し引いた残額。た

だし、この保険契約の支払責任額

(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(＊2) 支払限度額は、この保険契約および

他の保険契約等の支払責任額のう

ち最も高い支払責任額とします。 
 
この費用を補償する他の保険契約等（異なる

保険種類の特約や引受保険会社以外の保

険契約または共済契約を含みます）に複数

ご加入されても、お支払いする保険金の額

は、それらのご契約のうち最も高い保険金額

が限度となります。それぞれの保険契約等か

傷害死亡保険金または傷害後遺障害

保険金をお支払いできない場合は、保

険金をお支払いできません。 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

ら重複して保険金をお支払いできませんの

でご注意ください。 

  

住 宅 内 生

活 用 動 産

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

 
※「新価保険

特約（住宅

内生 活用

動産 補償

特約用）」

が自 動セ

ット され

ます。 

損 害 

保 険 金 

日本国内における偶然な事故によ

り、生活用動産に損害が発生した

場合 

 

※生活用動産とは、被保険者また

は被保険者と生計を共にする親

族の方が所有する住宅内に所在

する生活の用に通常必要な動産

をいいます。 

 

＜補償対象外となる主な生活用動

産＞ 

①株券、手形その他の有価証券、

印紙、切手その他これらに類する

物。ただし、乗車券等、定期券、

通貨および小切手については補

償対象となります。 

②預金証書または貯金証書（通帳、

キャッシュカードを含みます）、

クレジットカード、ローンカー

ド、プリペイドカード、電子マ

ネーその他これらに類する物 

③稿本（本などの原稿）、設計書、

図案、証書（運転免許証、パス

ポートを含みます）、帳簿、ひな

形、鋳型、木型、紙型、模型、

勲章、き章、免許状その他これ

らに類する物。ただし、印章に

ついては補償対象となります。 

④船舶（ヨット、モーターボート、

水上バイク、ボートおよびカヌ

ーを含みます）、航空機、自動車

等、雪上オートバイおよびゴー

カートならびにこれらの付属品 

⑤自転車、ハンググライダー、パ

ラグライダー、サーフボード、

ウインドサーフィンおよびラジ

コン模型ならびにこれらの付属

品 

⑥義歯、義肢その他これらに類す

る物 

⑦動物および植物 

⑧テープ、カード、ディスク、ド

ラム等のコンピュータ用の記録

媒体に記録されているプログラ

ム・データ（市販されていない

もの）その他これらに類する物 

⑨眼鏡、コンタクトレンズ、補聴

器、携帯電話・ＰＨＳ・ポケッ

トベル等の携帯式通信機器、ノ

ート型パソコン・ワープロ・ウ

ェアラブル端末等の携帯式電子

事務機器およびこれらの付属品 

 

など 

損害の額(*1)  － 
免責金額(*2)

(3,000円)
 

(*1)損害の額とは、次の額をいいます。 

①下記②、③以外の生活用動産 

ア．生活用動産の損傷を修理できない場合

は、生活用動産の再調達価額（＊3）を

いいます。 

イ．生活用動産の損傷を修理できる場合

は、「修理費」から「修理に伴って発生

した残存物がある場合はその価額」を

差し引いた額（＊4）とし、再調達価額

（＊3）を限度とします。 

②貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董（とう）、

彫刻物その他美術品 

ア．生活用動産の損傷を修理できない場合

は、生活用動産の保険の価額（その生

活用動産と同等と認められる物の市

場流通価額）をいいます。 

イ．生活用動産の損傷を修理できる場合

は、次の額（＊4）とし、保険の価額

（その生活用動産と同等と認められ

る物の市場流通価額）を限度としま

す。 

修理費  － 

修理に伴って発生

した残存物がある

場合はその価額
 

－ 

修理によって生活用動産

の価額が増加した場合は

その増加額
 

③乗車券等 

乗車券等の経路および等級の範囲内で、事

故の後に被保険者が支出した費用（＊4） 

(*2) 免責金額とは、支払保険金の計算にあた

って損害の額から差し引く金額で、自己

負担となる金額をいいます。 

(*3) 再調達価額とは、損害が発生した時の発

生した場所における生活用動産と同一

の構造、質、用途、規模、型、能力のも

のを再取得するのに必要な金額をいい

ます。 

(*4) 損害の発生または拡大を防止するため

に要した費用等を含みます。 

※ 保険期間を通じ、住宅内生活用動産

保険金額が限度となります。 

※ 保険金をお支払いする損害の額は、

１事故につき、生活用動産が貴金属

の場合は１個、１組または１対あた

り30万円、乗車券等または通貨・小

切手の場合は合計５万円が限度とな

ります。 

※ 生活用動産が盗難にあった場合は、

警察等への届け出が必要となりま

す。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、損害

の額(＊2)を超えるときは、下記の額

を保険金としてお支払いします。 

・ 再調達価額を基準として算出した

損害の額に基づき保険金または共

済金を支払う旨取決めのある他の

保険契約等から保険金または共済

金が支払われていない場合は、こ

の保険契約の支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合または再

調達価額を基準として算出した損

害の額に基づき保険金または共済

金を支払う旨取決めのない他の保

険契約等の場合は、損害の額(＊2)

次のいずれかによって発生した損害

に対しては、保険金をお支払いできま

せん。 

①保険契約者、被保険者または保険

金受取人の故意または重大な過失 

②被保険者と生計を共にする親族の

故意 

③被保険者の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為 

④被保険者が次のいずれかに該当す

る間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第 65 条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転してい

る間 

⑤戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※ 

⑥地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑦核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑧差押え・破壊等の公権力の行使。

ただし、火災消防または避難に必

要な処置である場合を含みませ

ん。 

⑨生活用動産の欠陥 

⑩生活用動産の自然の消耗、劣化、

変質、さび、かび、剥がれ、肌落

ち、発酵、自然発熱またはねずみ

食い、虫食い等 

⑪生活用動産の平常の使用または管

理において通常発生し得るすり

傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、

ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き

等外観上の損傷または汚損であっ

て、生活用動産ごとにその生活用

動産が有する機能の喪失または低

下を伴わないもの 

⑫偶然な外来の事故に直接起因しな

い生活用動産の電気的事故・機械

的事故。ただし、これらにより発

生した火災による損害を含みませ

ん。 

⑬生活用動産である液体の流出。た

だし、他の生活用動産に発生した

損害を含みません。 

⑭生活用動産の置き忘れ・紛失 

⑮生活用動産に加工（修理を含みま

せん）を施した場合、加工着手後

に発生した損害 

⑯生活用動産に対する修理、調整の

作業（点検・試運転と伴う場合は

これらを含みます）上の過失また

は技術の拙劣によって発生した損

害 

⑰詐欺または横領によって生活用動

産に発生した損害 

⑱楽器の弦（ピアノ線を含みます）

の切断または打楽器の打皮の破損 

⑲楽器の音色または音質の変化 

など 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

から他の保険契約等から支払われ

たまたは支払われるべき保険金ま

たは共済金の合計額を差し引いた

残額。ただし、この保険契約の支

払責任額(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約ま

たは共済契約に免責金額の適用が

ある場合には、そのうち最も低い免

責金額を差し引いた残額とします。 

※ テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

 

臨時費 用

保 険 金 

損害保険金をお支払いする場合に

おいて、事故によって生活用動産

が損害を受け、臨時に負担する費

用が発生した場合 

損害保険金の額  × 30％  

※ １回の事故につき、１敷地内ごとに

100万円が限度となります。 
※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、
それぞれの保険契約または共済契約
の支払責任額(＊1)の合計額が、支払
限度額(＊2)を超えるときは、下記の
額を保険金としてお支払いします。 
・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合
は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われた場合は、支払
限度額(＊2)から他の保険契約等
から支払われた保険金または共済
金の合計額を差し引いた残額。た
だし、この保険契約の支払責任額
(＊1)を限度とします。 

(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が
ないものとして算出した支払うべ
き保険金または共済金の額をいい
ます。 

(＊2) 支払限度額は、１事故につき、１敷
地内ごとに100万円とします。ただ
し、他の保険契約等に限度額が100
万円を超えるものがある場合は、そ
れらのうち最も高い額とします。 

残 存 物 

取片づ け

費 用 

保 険 金 

損害保険金をお支払いする場合

で、かつ、残存物取片づけ費用が

発生した場合 

 

※ 残存物取片づけ費用とは、損害

を受けた生活用動産の残存物

の取片づけに必要な費用（取り

こわし費用、取片づけ清掃費用

および搬出費用）をいいます。 

残存物取片づけ費用の額  

※ １回の事故につき、損害保険金の

10％が限度となります。 
※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、
それぞれの保険契約または共済契約
の支払責任額(＊1)の合計額が、支払
限度額(＊2)を超えるときは、下記の
額を保険金としてお支払いします。 
・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合
は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われた場合は、支払
限度額(＊2)から他の保険契約等
から支払われた保険金または共済
金の合計額を差し引いた残額。た
だし、この保険契約の支払責任額
(＊1)を限度とします。 

(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が
ないものとして算出した支払うべ
き保険金または共済金の額をいい
ます。 

(＊2) 支払限度額は、残存物取片づけ費用
の額とします。 

失火見 舞

費 用 

保 険 金 

生活用動産または生活用動産を収

容する建物から発生した火災、破

裂または爆発により、第三者の所

有物に滅失、破損または汚損の損

害が発生した場合 

 

※ 煙損害または臭気付着の損害

は除きます。 

左記の損害が

発生した被災

世帯の数
 × 20万円  

※ １回の事故につき、事故が発生した

敷地内に所在する生活用動産の保険

金額の20％相当額が限度となりま

す。ただし、保険金額が再調達価額

（*）を超える場合は、１回の事故に

つき、生活用動産の再調達価額（*）

の20％相当額が限度となります。 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

（*） 生活用動産が貴金属、宝玉、宝石、書画、

骨董（とう）、彫刻物その他美術品の場

合は、その生活用動産と同等と認められ

る物の市場流通価額をいいます。 
※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、
それぞれの保険契約または共済契約
の支払責任額(＊1)の合計額が、支払
限度額(＊2)を超えるときは、下記の
額を保険金としてお支払いします。 
・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合
は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または
共済金が支払われた場合は、支払
限度額(＊2)から他の保険契約等
から支払われた保険金または共済
金の合計額を差し引いた残額。た
だし、この保険契約の支払責任額
(＊1)を限度とします。 

(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が
ないものとして算出した支払うべ
き保険金または共済金の額をいい
ます。 

(＊2) 支払限度額は、１事故につき、20
万円に被災世帯の数を乗じて得た
額とします。ただし、他の保険契約
等に、１被災世帯あたりの支払額が
20万円を超えるものがある場合は
そのうち最も高い額に被災世帯の
数を乗じて得た額とします。 

キ ャ ン セ

ル 費 用 

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

キャン セ

ル 費 用 

保 険 金 

被保険者、被保険者の配偶者また

は被保険者の１親等内の親族が死

亡または入院したため、予約して

いた特定のサービスを受けられな

くなり、被保険者またはその法定

相続人がキャンセル費用を負担し

たことによって損害を被った場合 

 

＜特定のサービスの範囲＞ 

業として有償で提供される次のサ

ービスに限ります。 

①旅行契約に基づくサービス 

②旅館、ホテル等の宿泊施設の提

供およびそれに付帯するサービ

ス 

③航空機、船舶、自動車、鉄道等

による旅客の輸送 

④宴会、パーティの用に供する施

設の提供およびそれに付帯する

サービス 

⑤運動、教養等の趣味の指導、教

授または施設の提供 

⑥演劇、音楽、美術、映画等の公

演、上映、展示、興行 

 

※ 特定のサービスを予約した後、

そのサービスの提供を受ける

前にキャンセル事由が発生し

た場合に限り、保険金をお支払

いします。 

 

＜キャンセル費用＞ 

サービスの全部または一部の提供

を受けられない場合に、取消料、

違約料その他の名目において、そ

のサービスに係る契約に基づき、

払戻しを受けられない費用または

支払を要する費用をいい、被保険

者に対して提供されるサービスに

係る費用に限ります。 

ただし、被保険者に同行するその

配偶者も同時にサービスの提供を

受けられなくなった場合は、配偶

者に対して提供されるサービスに

キャンセル費用の額  － 
免責金額

(＊)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたっ

て費用の額から差し引く金額で、自己負担

となる金額をいい、１事故につき1,000円

またはキャンセル費用の額の20％相当額

のいずれか高い額となります。 

 

※ 保険期間を通じ、キャンセル費用保

険金額が限度となります。 

※ 第三者からの損害賠償金等の回収金

がある場合は、その額を差し引いて

お支払いします。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、費用

の額(＊2)を超えるときは、下記の額

を保険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、費用

の額(＊2)から他の保険契約等か

ら支払われた保険金または共済金

の合計額を差し引いた残額。ただ

し、この保険契約の支払責任額(＊

1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(＊2) 費用の額は、それぞれの保険契約ま

たは共済契約に免責金額の適用が

ある場合には、そのうち最も低い免

責金額を差し引いた残額とします。 

(1)特定のサービスが、被保険者の職

務遂行に関係するものである場合

には、保険金をお支払いできませ

ん。 

(2)次のいずれかによって発生した損

害に対しては、保険金をお支払い

できません。 

①保険契約者、被保険者または保険

金受取人の故意または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為 

③治療を目的として医師が使用した

場合以外における被保険者の麻

薬、あへん、大麻または覚せい剤

等の使用 

④被保険者が次のいずれかに該当す

る間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転してい

る間 

⑤妊娠、出産、早産または流産によ

る入院 

⑥むちうち症・腰痛等で医学的他覚

所見のないもの※1 

⑦戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変、暴動※2 

⑧地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑨核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑩上記⑨以外の放射線照射または放

射能汚染 

(3)特定のサービスの予約日・提供日

が明確でない場合は保険金をお支

払いできません。 

など 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

係る費用を含みます。 

また、被保険者の死亡によるキャ

ンセル以外は、キャンセル事由が

発生した日（死亡の日または入院

を開始した日）から 31 日以内に提

供されるサービスに対するキャン

セル費用に限ります。 

※1 自覚症状を訴えている場合であ

っても、脳波所見、理学的検査、

神経学的検査、臨床検査、画像検

査、眼科・耳鼻科検査等によりそ

の根拠を客観的に証明すること

ができないものをいいます。 

※2 テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

傷 害 に よ

る 家 事 代

行 費 用 等

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

 

 

家事代 行

費 用 

保 険 金 

入院対象者が、急激かつ偶然な外

来の事故によるケガのために入院

し、被保険者が次の①から③のす

べてに該当する代行費用を負担し

たことによって損害を被った場合 

①入院対象者の入院に起因し、か

つ、入院期間中に要した費用 

②家事従事者(＊1)が家事に従事

できなくなったことにより、家

事を代行するために要した費用 

③次のいずれかに該当する費用 

ア．ホームヘルパー(＊2)雇入費

用 

イ．清掃代行サービス業者(＊3)

利用費用 

ウ．ベビーシッター(＊4)雇入費

用 

エ．託児所・保育所等の費用(＊

5) 

オ．クリーニング費用(＊6) 
(＊1)家事従事者とは、被保険者のう

ち、炊事、掃除、洗濯等の家事を

行っている方をいいます。 

(＊2)ホームヘルパーとは、炊事、掃除、

洗濯等の世話を有償で行うこと

を職業とする方をいいます。 

(＊3)清掃代行サービス業者とは、家庭

の掃除を有償で行う事業者をい

います。 

(＊4)ベビーシッターとは、子守等のこ

どもの世話を有償で行うことを

職業とする方をいいます。 

(＊5)託児所・保育所等の費用とは、入

院の期間中、託児所、保育所等の

こどもの保育を目的とした有料

の施設にこどもを預けるために

必要な費用をいいます。 

(＊6)クリーニング費用には、配送費も

含みます。 

被保険者が

負担した代

行費用の額
 － 

免責金額(＊)

(5,000円)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあた

って代行費用の額から差し引く金額で、

自己負担となる金額をいいます。 

※ １回の事故につき、次の算式によっ

て算出した額を限度とします。 

保険証券記載

の支払限度

基礎日額
 × 

代行費用を

負担した

総日数(*)

 

(＊)代行費用を負担した総日数は、180日

を限度とします。 

※ 第三者から損害の賠償として受け取

った金銭がある場合には、その額を

差し引いてお支払いします。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、代行

費用の額(＊2)を超えるときは、下記

の額を保険金としてお支払いしま

す。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、代行

費用の額(＊2)から他の保険契約

等から支払われた保険金または共

済金の合計額を差し引いた残額。

ただし、この保険契約の支払責任

額(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(＊2) 代行費用の額は、それぞれの保険契

約または共済契約に免責金額の適

用がある場合には、そのうち最も低

い免責金額を差し引いた残額とし

ます。 

(1)入院対象者の親族に対して支払う

代行費用に対しては、保険金をお

支払いできません。 

(2)次のいずれかによって発生したケ

ガにより代行費用を負担した場合

には、保険金をお支払いできませ

ん。 

①保険契約者、入院対象者または保

険金受取人の故意または重大な過

失 

②入院対象者の闘争行為、自殺行為

または犯罪行為 

③入院対象者が次のいずれかに該当

する間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転してい

る間 

④入院対象者の病気、脳疾患または

心神喪失 

⑤入院対象者の妊娠、出産、早産ま

たは流産 

⑥保険金をお支払いすべきケガの治

療以外の入院対象者に対する外科

的手術その他の医療処置 

⑦入院対象者に対する刑の執行 

⑧戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

⑨地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑩核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑪上記⑩以外の放射線照射または放

射能汚染 

(3)むちうち症・腰痛等で医学的他覚

所見のないもの※2 
(4)次のいずれかの間に発生した事故

によるケガによって代行費用を負
担した場合は、保険金をお支払い
できません。 

①入院対象者がテストライダー、オ
ートバイ競争選手、自動車競争選
手、自転車競争選手、プロボクサ
ー、プロレスラー等やその他これ
らと同程度またはそれ以上の危険
を有する職業に従事している間 

②入院対象者が次のいずれかに該当
する間 
ア．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊

2)をしている間（ウ．に該当し
ない「自動車等を用いて道路上
で競技等(＊2)をしている間」を
除きます） 

イ．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊

2)を行うことを目的とする場所
において、競技等(＊2)に準ずる
方法・態様により、乗用具(＊1)
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

を使用している間（ウ．に該当
しない「道路上で競技等(＊2)に
準ずる方法・態様により、自動
車等を使用している間」を除き
ます） 

ウ．法令による許可を受けて、一
般の通行を制限し、道路を占有
した状態で、自動車等を用いて
競技等(＊2)をしている間また
は競技等(＊2)に準ずる方法・態
様により自動車等を使用してい
る間 

③入院対象者が山岳登はん（ピッケ
ル、アイゼン、ザイル、ハンマー
等の登山用具を使用するもの、ロ
ッククライミング（フリークライ
ミングを含みます）をいい、登る
壁の高さが５ｍ以下であるボルダ
リングは含みません）、職務以外で
の航空機操縦、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗等の危険な
運動を行っている間 
(＊1) 乗用具とは、自動車等またはモ

ーターボート等をいいます。 
(＊2) 競技等とは、競技、競争、興行

（これらのための練習を含みま
す）または試運転（性能試験を
目的とする運転または操縦）を
いいます。 

など 
※1 テロ行為によって発生したケガ

に関しては自動セットの特約に
より保険金お支払いの対象とな
ります。 

※2 入院対象者が自覚症状を訴えて

いる場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻

科検査等によりその根拠を客観

的に証明することができないも

のをいいます。 

疾 病 に よ

る 家 事 代

行 費 用 等

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

 

疾病家 事

代行費 用

保 険 金 

入院対象者が、発病した病気のた

めに入院し、被保険者が次の①か

ら③のすべてに該当する代行費用

を負担したことによって損害を被

った場合 

①入院対象者の入院に起因し、か

つ、入院期間中に要した費用 

②家事従事者(＊1)が家事に従事

できなくなったことにより、家

事を代行するために要した費用 

③次のいずれかに該当する費用 

ア．ホームヘルパー(＊2)雇入費

用 

イ．清掃代行サービス業者(＊3)

利用費用 

ウ．ベビーシッター(＊4)雇入費

用 

エ．託児所・保育所等の費用(＊

5) 

オ．クリーニング費用(＊6) 
(＊1)家事従事者とは、被保険者のう

ち、炊事、掃除、洗濯等の家事を

行っている方をいいます。 

(＊2)ホームヘルパーとは、炊事、掃除、

洗濯等の世話を有償で行うこと

を職業とする方をいいます。 

(＊3)清掃代行サービス業者とは、家庭

の掃除を有償で行う事業者をい

います。 

(＊4)ベビーシッターとは、子守等のこ

どもの世話を有償で行うことを

職業とする方をいいます。 

(＊5)託児所・保育所等の費用とは、入

院の期間中、託児所、保育所等の

こどもの保育を目的とした有料

の施設にこどもを預けるために

必要な費用をいいます。 

(＊6)クリーニング費用には、配送費も

被保険者が

負担した代

行費用の額
 － 

免責金額(＊)

(5,000円)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあた

って代行費用の額から差し引く金額で、

自己負担となる金額をいいます。 

※１回の入院につき、次の算式によって

算出した額を限度とします。 

保険証券記載

の支払限度

基礎日額
 × 

代行費用を

負担した

総日数(*)

 

(＊)代行費用を負担した総日数は、180日

を限度とします。 

※ 第三者から損害の賠償として受け取

った金銭がある場合には、その額を

差し引いてお支払いします。 

※ 退院した日の翌日からその日を含め

て180日以内に再入院した場合は、前

の入院とあわせて１回の入院となり

ます。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊1)の合計額が、代行

費用の額(＊2)を超えるときは、下記

の額を保険金としてお支払いしま

す。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額(＊

1) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、代行

費用の額(＊2)から他の保険契約

等から支払われた保険金または共

(1)入院対象者の親族に対して支払う

代行費用に対しては、保険金をお

支払いできません。 
(2)保険期間の開始時(継続契約の場

合は継続されてきた最初の保険期
間の開始時)より前に発病した病
気については保険金をお支払いで
きません。※1 

(3)次のいずれかにより発病した病気
によって、代行費用を負担した場
合には、保険金をお支払いできま
せん。 

①保険契約者または入院対象者の故
意または重大な過失 

②入院対象者の闘争行為、自殺行為
または犯罪行為 

③戦争、外国の武力行使、革命、内
乱等の事変または暴動※2 

④核燃料物質などの放射性・爆発
性・有害な特性による事故 

⑤上記④以外の放射線照射または放
射能汚染 

⑥治療を目的として医師が使用した
場合以外における入院対象者の麻
薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ
ンナー等の使用 

(4)むちうち症・腰痛等で医学的他覚
所見のないもの※3に対しては、保
険金をお支払いできません。 

(5)次のいずれかによって代行費用を
負担した場合には、保険金をお支
払いできません。 

①入院対象者が被った精神障害を原
因として発病した病気※4 

②入院対象者の妊娠または出産。た
だし、公的医療保険制度における
「療養の給付」に要する費用、「療
養費」、「家族療養費」および「保
険外併用療養費」の対象となるべ
き期間は、保険金をお支払いしま
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

含みます。 済金の合計額を差し引いた残額。

ただし、この保険契約の支払責任

額(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべ

き保険金または共済金の額をいい

ます。 

(＊2) 代行費用の額は、それぞれの保険契

約または共済契約に免責金額の適

用がある場合には、そのうち最も低

い免責金額を差し引いた残額とし

ます。 

す。 
(6)特定疾病補償対象外の条件でのお

引受けとなり｢特定疾病等対象外
特約」がセットされている場合、
保険証券記載の病気に対しては保
険金をお支払いできません。 

など 
※1 入院対象者が発病した時が、そ

の病気による入院を開始した日
から保険契約の継続する期間を
遡及して365日以前である場合
は、その病気は、保険期間の開
始時以降に発病したものとして
保険金お支払いの対象となりま
す。 

※2 テロ行為によって発生した病気
に関しては自動セットの特約に
より保険金お支払いの対象とな
ります。 

※3 入院対象者が自覚症状を訴えて

いる場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻

科検査等によりその根拠を客観

的に証明することができないも

のをいいます。 
※4 自動セットされる「精神障害補

償特約（疾病による家事代行費
用等補償特約用）」により、平成
６年10月12日総務庁告示第75号
に定められた分類項目(*)中の
Ｆ00からＦ09までまたはＦ20か
らＦ99までに該当する精神障害
を原因として発病した病気に対
しては、保険金お支払いの対象
となります。 

(*) 分類項目の内容については厚生労働
省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害
および死因統計分類提要 ICD‐
10(2003年度版)準拠」によります。 

入 院 時 

親 族 緊 急

駆 け つ け

費 用 補 償

特 約 

 

補 償 重 複 

 

特 定 危 険 

費 用 等 

補 償 特 約 

セ ッ ト 

入 院 時 

親族緊 急

駆けつ け

費 用 

保 険 金 

 

入院対象者が急激かつ偶然な外来

の事故によるケガのため、事故の

発生の日からその日を含めて180

日以内に３日以上継続して入院

し、被保険者が交通または宿泊料

の費用を負担したことにより損害

を被った場合 

費用の額  

＜費用＞ 

被保険者が負担した次の費用をいいま

す。 

①現地へ赴く交通費（１往復分限度） 

②宿泊料（被保険者１名につき14日分限

度） 

 

※ 社会通念上妥当な部分で、かつ、「保

険金をお支払いする場合」と同等の

他の事故に対して通常負担する費用

相当額（この特約に加入していなけ

れば発生しなかった費用は含みませ

ん）をお支払いします。ただし、保

険期間を通じ、特定危険費用等保険

金額が限度となります。 

※ 第三者からの損害賠償金がある場合

はその額を差し引いてお支払いしま

す。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊)の合計額が、費用

の額を超えるときは、下記の額を保

険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額
(＊) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、費用

の額から他の保険契約等から支払

われた保険金または共済金の合計

額を差し引いた残額。ただし、こ

の保険契約の支払責任額(＊)を限

(1)次のいずれかによって被った入院

対象者のケガによる入院に対して

は、保険金をお支払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険

金受取人の故意または重大な過失 

②戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

③地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

④核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑤上記④以外の放射線照射または放

射能汚染 

(2)次のいずれかによって発生した費

用に対しては、保険金をお支払い

できません。 

①入院対象者の故意または重大な過

失 

②入院対象者の闘争行為、自殺行為

または犯罪行為 

③入院対象者が次のいずれかに該当

する間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転してい

る間 

④入院対象者の脳疾患、病気または

心神喪失 

⑤入院対象者の妊娠、出産、早産ま
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

度とします。 
(＊) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべき

保険金または共済金の額をいいます 

たは流産 

⑥保険金をお支払いすべきケガの治

療以外の入院対象者に対する外科

的手術その他の医療処置 

⑦入院対象者に対する刑の執行 
⑧入院対象者が山岳登はん（ピッケ

ル、アイゼン、ザイル、ハンマー
等の登山用具を使用するもの、ロ
ッククライミング（フリークライ
ミングを含みます）をいい、登る
壁の高さが５ｍ以下であるボルダ
リングは含みません）、職務以外で
の航空機操縦、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗等の危険な
運動を行っている間の事故 

⑨むちうち症・腰痛等で医学的他覚
所見のないもの※2 

など 
※1 テロ行為によって発生したケガ

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 入院対象者が自覚症状を訴えて

いる場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨床

検査、画像検査、眼科・耳鼻科検

査等によりその根拠を客観的に

証明することができないものを

いいます。 

特 定 感 染

症 危 険 

「 葬 祭 費

用保険金」 

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 
 

※特定感染

症は 欄外

をご 参照

ください。 

 

 

葬祭費 用

保 険 金 

補償対象者が特定感染症の発病に

より、発病の日からその日を含め

て180日以内に死亡し、被保険者が

葬祭費用を負担したことにより損

害を被った場合 

 

＜葬祭費用＞ 

葬儀または埋葬にかかる費用、そ

の他社会通念上これらと一連と考

えられる費用をいいます。 

葬祭費用の額  

※ １補償対象者につき、300万円が限度

となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊)の合計額が、葬祭

費用の額を超えるときは、下記の額

を保険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額
(＊) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、葬祭

費用の額から他の保険契約等から

支払われた保険金または共済金の

合計額を差し引いた残額。ただし、

この保険契約の支払責任額(＊)を

限度とします。 
(＊) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべき

保険金または共済金の額をいいま

す。 

(1)次のいずれかによる特定感染症の

発病に対しては、保険金をお支払

いできません。 

①保険契約者、被保険者、補償対象

者または保険金受取人の故意また

は重大な過失 

②補償対象者の闘争行為、自殺行為

または犯罪行為 

③補償対象者に対する刑の執行 

④戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※ 

⑤地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑥核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑦上記⑥以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑧傷害死亡保険金をお支払いするケ

ガ 

(2)保険責任開始日からその日を含め

て10日以内に発病した特定感染症

（継続契約を含みません）に対して

は、保険金をお支払いできません。 

など 

※ テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

葬 祭 費 用 

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

葬祭費 用 

保 険 金 

補償対象者が身体障害を被り、保

険期間中に死亡し、被保険者が葬

祭費用を負担したことによって損

害を被った場合 

 

＜葬祭費用＞ 

葬儀または埋葬にかかる費用、そ

の他社会通念上これらと一連と考

えられる費用をいいます。 

損害の額  

※ 保険証券記載の葬祭費用保険金額が

限度となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、

それぞれの保険契約または共済契約

の支払責任額(＊)の合計額が、損害

の額を超えるときは、下記の額を保

険金としてお支払いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約の支払責任額(＊) 

・ 他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、損害

の額から他の保険契約等から支

(1)保険期間の開始時（継続契約の場

合は継続されてきた最初の保険期

間の開始時）より前に被った身体

障害による死亡については保険金

をお支払いできません。 

(2)次のいずれかによって発生したケ

ガによる死亡に対しては、保険金

をお支払いできません。 

①保険契約者、補償対象者、被保険

者または保険金受取人の故意また

は重大な過失 

②補償対象者の闘争行為、自殺行為

または犯罪行為 

③補償対象者が次のいずれかに該当

する間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

払われた保険金または共済金の

合計額を差し引いた残額。ただ

し、この保険契約の支払責任額

(＊)を限度とします。 
(＊) 支払責任額とは、他の保険契約等が

ないものとして算出した支払うべき

保険金または共済金の額をいいま

す。 

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

ウ．補償対象者が麻薬、大麻、ア

ヘン、覚せい剤、シンナー等の

影響により正常な運転ができな

い恐れがある状態で自動車等を

運転している間 

④補償対象者の脳疾患、病気または

心神喪失 

⑤補償対象者の妊娠、出産、早産ま

たは流産 

⑥保険金をお支払いすべきケガの治

療以外の補償対象者に対する外科

的手術その他の医療処置 

⑦補償対象者に対する刑の執行 

⑧戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

⑨地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑩核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑪上記⑩以外の放射線照射または放

射能汚染 

(3)むちうち症・腰痛等で医学的他覚

所見のないもの※2に対しては保

険金をお支払いできません。 

(4)次のいずれかによって発生した病

気による死亡に対しては、保険金

をお支払いできません。 

①保険契約者、補償対象者、被保険

者または保険金受取人の故意また

は重大な過失 

②補償対象者の闘争行為、自殺行為

または犯罪行為 

③戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

④核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑤上記④以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑥治療を目的として医師が使用した

場合以外における補償対象者の麻

薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ

ンナー等の使用 

など 

※1 テロ行為によって発生した身体

障害に関しては自動セットの特

約により保険金お支払いの対象

となります。 

※2 補償対象者が自覚症状を訴えて

いる場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻

科検査等によりその根拠を客観

的に証明することができないも

のをいいます。 
特定感染症：「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する次のいずれかの感染症をいいます。 

①一類感染症 ②二類感染症 ③三類感染症 ④新型コロナウイルス感染症（注１） ⑤指定感染症（注２） 

（注１)新型コロナウイルス感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイ

ルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに

限ります。）であるものに限ります。 

（注２)指定感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用され

る規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。 

2022年１月現在では、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリ

オ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大

腸菌感染症(O－157等)、腸チフス、パラチフス、新型コロナウイルス感染症をいいます。 
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■その他の費用等に関する特約の補償内容 ＜相手に対する補償に関するもの＞ 

補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意 

補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保

険会社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一

方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。 

補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別

居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

１．被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。 

２．被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする

事故等が発生した時におけるものをいいます。また、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、そ

の他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。 

被保険者 

特約 
ご本人※1 ご本人の配偶者※2 親族※3 

日常生活賠償特約 ○ ○ ○ 

受託物賠償責任補償特約 ○ ○ ○ 

レンタル用品賠償責任補償特約 ○ ○ ○ 

借家人賠償責任補償特約 ○※4 － － 

修理費用補償特約 ○※4 － － 

※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。 

※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが

婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。 

※4 賃借名義人を含みます。 

※5 親族とは、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。 

※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

 

（注）「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

日 常 生 活

賠 償 特 約 

 

補 償 重 複 

日常生活

賠 償 

保 険 金 

「日本国内外において発生

した次の①または②の事故

により、被保険者が他人の身

体の障害または他人の財物

の損壊について法律上の損

害賠償責任を負担すること

によって損害を被った場

合」、または「日本国内にお

いて発生した次の①または

②の事故により、被保険者が

電車等(*)の運行不能につい

て法律上の損害賠償責任を

負担することによって損害

を被った場合」 

①被保険者ご本人の居住す

る住宅（敷地内の動産およ

び不動産を含みます）の所

有、使用または管理に起因

する偶然な事故 

②日常生活に起因する偶然

な事故 
(*)電車等とは、汽車、電車、気

動車、モノレール、ケーブル

カー、ロープウェー、いす付

リフト、ガイドウェイバスを

いいます。ただし、ジェット

コースター、メリーゴーラウ

ンド等遊園地等の遊戯施設、

座席装置のないリフト等は

含みません。 

 

※ 住宅には、別荘等一時的

に居住する住宅を含みま

す。 

被保険者が損害

賠償請求権者に

対して負担する

法律上の損害賠

償責任の額

 ＋ 

判決により支払

を命ぜられた訴

訟費用または判

決日までの遅延

損害金

 － 

被保険者が損害賠償請

求権者に対して損害賠

償金を支払ったことに

より代位取得するもの

がある場合は、その価額

 － 
免責金額(＊)

(０円)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって

損害の額から差し引く金額で、自己負担とな

る金額をいいます。 

※ １回の事故につき、日常生活賠償保険金額

が限度となります。 

※ 上記算式により計算した額とは別に、損害

の発生または拡大を防止するために必要

または有益であった費用、示談交渉費用、

争訟費用等をお支払いします。 

※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、

引受保険会社は、被保険者からの申出があ

り、かつ、被保険者の同意が得られれば、

被保険者のために被害者との示談交渉を

引き受けます。ただし、次のいずれかの場

合は、引受保険会社による示談交渉はでき

ません。 

①被保険者が負担する法律上の損害賠償

責任の総額が日常生活賠償保険金額を

明らかに超える場合 

②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直

接、折衝することに同意しない場合 

③正当な理由がなく被保険者が引受保険

会社への協力を拒んだ場合 

④日本国外で発生した事故の場合または

被保険者に対する損害賠償請求に関す

る訴訟が日本国外の裁判所に提起され

た場合 

※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負

(1)次のいずれかによって発生した損

害に対しては、保険金をお支払い

できません。 

①保険契約者、被保険者または法定

代理人の故意 

②戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

③地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

④核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑤上記④以外の放射線照射または放

射能汚染 

(2)次の損害賠償責任のいずれかを負

担することによって被った損害に

対しては、保険金をお支払いでき

ません。 

①被保険者の業務遂行に直接起因す

る損害賠償責任 

②被保険者の業務の用に供される動

産または不動産の所有、使用また

は管理に起因する損害賠償責任 

③被保険者と同居する親族※2に対

する損害賠償責任 

④被保険者の使用人が被保険者の業

務等に従事中に被った身体の障害

に起因する損害賠償責任。ただし、

使用人には家事使用人を含みませ

ん。 

⑤被保険者と第三者との間に損害賠

償に関する約定がある場合におい

て、その約定により加重された損

害賠償責任 

⑥被保険者が所有、使用または管理

する財物の損壊について、その財

物につき正当な権利を有する方に

対して負担する損害賠償責任※3 

⑦被保険者の心神喪失に起因する損

害賠償責任 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

担する法律上の損害賠償責任の額の決定

については、事前に保険会社の承認が必要

となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他の保

険契約等がある場合において、それぞれの

保険契約または共済契約の支払責任額(＊

1)の合計額が、損害の額(＊2)を超えると

きは、下記の額を保険金としてお支払いし

ます。 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われていない場合は、この保

険契約の支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われた場合は、損害の額(＊2)

から他の保険契約等から支払われた保

険金または共済金の合計額を差し引い

た残額。ただし、この保険契約の支払

責任額(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等がない

ものとして算出した支払うべき保険金ま

たは共済金の額をいいます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約または

共済契約に免責金額の適用がある場合に

は、そのうち最も低い免責金額を差し引

いた残額とします。 

⑧被保険者による暴行等または被保

険者の指図による暴行等に起因す

る損害賠償責任 

⑨航空機、船舶・車両（原動力が専

ら人力であるものおよびゴルフカ

ート等を除きます）、銃器（空気銃

を除きます）の所有、使用または

管理に起因する損害賠償責任 

⑩罰金、違約金または懲罰的賠償額

に対する損害賠償責任 

など 

※1 テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 配偶者、６親等内の血族および

３親等内の姻族をいいます。 

※3 レンタル用品やゴルフ場のゴル

フカートなど、他人から借りた

り預かった物の損壊や使用不能

に対する損害賠償責任を負担す

ることによって被った損害に対

しては保険金をお支払いできま

せん。 

受 託 物 

賠 償 責 任

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

受 託 物 

賠償責任

保 険 金 

被保険者が日本国内におい

て受託し、管理する受託物

が、次のいずれかの間に損

壊・紛失または盗難により、

その受託物の権利者に対し

て法律上の損害賠償責任を

負担することによって損害

を被った場合 

①被保険者の居住する住宅

（敷地を含みます）内に保

管されている間 

②日常生活中に一時的にそ

の住宅外で管理されてい

る間 

 

＜補償対象外となる主な受

託物＞ 

①通貨、預貯金証書、株券、

手形、印紙、切手、稿本（本

などの原稿）、設計書、図

案、証書、帳簿その他これ

らに類する物 

②貴金属、宝石、書画、骨董

（とう）、彫刻、美術品そ

の他これらに類する物 

③自動車、原動機付自転車、

船舶、航空機およびこれら

の付属品 

④銃砲、刀剣その他これらに

類する物 

⑤被保険者が山岳登はん（ピ

ッケル、アイゼン、ザイル、

ハンマー等の登山用具を

使用するもの、ロッククラ

イミング（フリークライミ

ングを含みます）をいい、

登る壁の高さが５ｍ以下

であるボルダリングは含

みません）、職務以外での

航空機操縦、スカイダイビ

ング、ハンググライダー搭

乗等の危険な運動を行っ

ている間に用いられる用

具 

⑥動物、植物等の生物 

⑦建物（付属設備を含みま

す） 

被保険者が損害

賠償請求権者に

対して負担する

法律上の損害賠

償責任の額

 ＋ 

判決により支

払を命ぜられ

た訴訟費用ま

たは判決日ま

での遅延損害

金

 － 

被保険者が損害賠償請

求権者に対して損害賠

償金を支払ったことに

より代位取得するもの

がある場合は、その価額

 － 
免責金額(＊)

(5,000円)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって

損害の額から差し引く金額で、自己負担とな

る金額をいいます。 

 

※ 保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額

が限度となります。 

※ 被害受託物について、被保険者が損害賠償

請求権者に対して負担する法律上の損害

賠償責任の額は、被害受託物の時価額が限

度となります。 

※ 上記算式により計算した額とは別に、損害

の発生または拡大を防止するために必要

または有益であった費用、示談交渉費用、

争訟費用等をお支払いします。 

※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負

担する法律上の損害賠償責任の額の決定

については、事前に保険会社の承認が必要

となります。 

※ 受託物が盗難にあった場合は、警察への届

け出が必要となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他の保

険契約等がある場合において、それぞれの

保険契約または共済契約の支払責任額(＊

1)の合計額が、損害の額(＊2)を超えると

きは、下記の額を保険金としてお支払いし

ます。 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われていない場合は、この保

険契約の支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われた場合は、損害の額(＊2)

から他の保険契約等から支払われた保

険金または共済金の合計額を差し引い

た残額。ただし、この保険契約の支払

責任額(＊1)を限度とします。 

(1)次のいずれかによって発生した損

害に対しては、保険金をお支払い

できません。 

①保険契約者、被保険者または法定

代理人の故意 

②被保険者の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為 

③被保険者が次のいずれかに該当

する間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転してい

る間 

④被保険者に引き渡される以前から

受託物に存在した欠陥 

⑤戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

⑥地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑦核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑧上記⑦以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑨差押え・破壊等の公権力の行使。

ただし、火災消防または避難に必

要な処置である場合を含みませ

ん。 

⑩受託物に発生した自然発火または

自然爆発 

⑪偶然な外来の事故に直接起因しな

い受託物の電気的事故・機械的事

故 

⑫自然の消耗、劣化、変質、さび、

かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自

然発熱またはねずみ食い、虫食い

等 

⑬風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは

砂塵(じん)等の吹込み、漏入によ

って発生した受託物の損壊 

(2)次の損害賠償責任のいずれかを負
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

⑧門、塀または物置等の付属

建物 

など 

(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等がない

ものとして算出した支払うべき保険金ま

たは共済金の額をいいます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約または

共済契約に免責金額の適用がある場合に

は、そのうち最も低い免責金額を差し引

いた残額とします。 

担することによって被った損害に

対しては、保険金をお支払いでき

ません。 

①被保険者の職務遂行に直接起因す

る損害賠償責任 

②被保険者の職務の用に供される動

産または不動産の所有、使用また

は管理に起因する損害賠償責任 

③被保険者と同居する親族※2に対

する損害賠償責任 

④被保険者と第三者との間に損害賠

償に関する約定がある場合におい

て、その約定により加重された損

害賠償責任 

⑤被保険者の心神喪失に起因する損

害賠償責任 

⑥航空機、船舶（原動力が専ら人力

であるものを除きます）または銃

器（空気銃を除きます）の所有、

使用または管理に起因する損害賠

償責任 

⑦受託物が委託者に引き渡された後

に発見された受託物の損壊に起因

する損害賠償責任 

⑧受託物が使用不能になったことに

起因する損害賠償責任（収益減少

に基づく損害賠償責任を含みま

す） 

⑨受託物について、通常必要とされ

る取扱い上の注意に著しく反した

ことまたは本来の用途以外に使用

したことに起因する損害賠償責任 

など 

※1 テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 配偶者、６親等内の血族および

３親等内の姻族をいいます。 

レ ン タ ル

用 品 

賠 償 責 任

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

レンタル

用 品 

賠償責任

保 険 金 

被保険者が自ら使用する目

的で日本国内において賃借

したレンタル用品が損壊し

たことまたは盗取されたこ

とにより、レンタル業者に対

して法律上の損害賠償責任

を負担することによって損

害を被った場合 

 

※ レンタル用品は、レンタ

ル期間が６か月以内の物

に限ります（不動産に付

随してレンタルされた物

を除きます）。 

 

＜補償対象外となる主なレ

ンタル用品＞ 

①通貨、預貯金証書、株券、

手形その他の有価証券、印

紙、切手、稿本（本などの

原稿）、設計書、図案、証

書、帳簿その他これらに類

する物 

②貴金属、宝石、書画、骨と

う、彫刻、美術品その他こ

れらに類する物 

③自動車、原動機付自転車、

船舶、航空機 

④銃砲、刀剣その他これらに

類する物 

⑤被保険者が山岳登はん（ピ

ッケル、アイゼン、ザイル、

被保険者がレンタル

業者に対して負担す

る法律上の損害賠償

責任の額

 ＋ 

判決により支払

を命ぜられた訴

訟費用または判

決日までの遅延

損害金

－ 

被保険者がレンタル

業者に対して損害賠

償金を支払ったこと

により代位取得する

ものがある場合は、

その価額

－ 
免責金額

(＊)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって

損害の額から差し引く金額で、自己負担とな

る金額をいい、１事故につき3,000円またはそ

の損害賠償金の20％相当額のいずれか高い額

となります。 

 

※ 保険期間を通じ、レンタル用品賠償責任保

険金額が限度となります。 

※ 上記算式により計算した額とは別に、損害

の発生または拡大を防止するために必要

または有益であった費用、示談交渉費用、

争訟費用等をお支払いします。 

※ 被保険者がレンタル業者に対して負担す

る法律上の損害賠償責任の額の決定につ

いては、事前に保険会社の承認が必要とな

ります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他の保

険契約等がある場合において、それぞれの

保険契約または共済契約の支払責任額(＊

1)の合計額が、損害の額(＊2)を超えると

(1)次のいずれかに該当する間のレン

タル用品の損壊または盗難につい

ては、保険金をお支払いできませ

ん。 

①被保険者の職務の用に供されてい

る間 

②被保険者以外の方に転貸されてい

る間 

(2)次のいずれかによって発生した損

害に対しては、保険金をお支払い

できません。 

①保険契約者、被保険者または法定

代理人の故意 

②被保険者の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為 

③被保険者が次のいずれかに該当す

る間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転してい

る間 

④レンタル用品について、通常必要

とされる取扱い上の注意に著しく

反したことまたは本来の用途以外

に使用したことに起因する損害賠
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

ハンマー等の登山用具を

使用するもの、ロッククラ

イミング（フリークライミ

ングを含みます）をいい、

登る壁の高さが５ｍ以下

であるボルダリングは含

みません）、職務以外での

航空機操縦、スカイダイビ

ング、ハンググライダー搭

乗等の危険な運動を行っ

ている間に用いられる用

具 

⑥動物、植物等の生物 

など 

きは、下記の額を保険金としてお支払いし

ます。 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われていない場合は、この保

険契約の支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われた場合は、損害の額(＊2)

から他の保険契約等から支払われた保

険金または共済金の合計額を差し引い

た残額。ただし、この保険契約の支払

責任額(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等がない

ものとして算出した支払うべき保険金ま

たは共済金の額をいいます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約または

共済契約に免責金額の適用がある場合に

は、そのうち最も低い免責金額を差し引

いた残額とします。 

償責任 

⑤被保険者に引き渡される以前から

レンタル用品に存在した欠陥 

⑥レンタル用品の自然の消耗、劣化、

変質、さび、かび、剥がれ、肌落

ち、発酵、自然発熱またはねずみ

食い、虫食い等 

⑦偶然な外来の事故に直接起因しな

いレンタル用品の電気的事故・機

械的事故 

⑧レンタル用品の置き忘れまたは紛

失 

⑨戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※ 

⑩地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑪核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑫上記⑪以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑬差押え・破壊等の公権力の行使。

ただし、火災消防または避難に必

要な処置である場合を含みませ

ん。 

(3)次の損害賠償責任のいずれかを負

担することによって被った損害に

対しては、保険金をお支払いでき

ません。 

①被保険者とレンタル業者との間の

約定によって加重された損害賠償

責任 

②レンタル用品をレンタル業者に返

還した後に発見されたレンタル用

品の損壊または盗難に起因する損

害賠償責任 

など 
※ テロ行為によって発生した損害に

関しては自動セットの特約により

保険金お支払いの対象となりま

す。 

借 家 人 

賠 償 責 任

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

借 家 人 

賠償責任

保 険 金 

日本国内において、保険期間

中に発生した被保険者の責

任による火災、破裂または爆

発の事故により、借用住宅が

損壊（滅失、破損または汚損）

し、貸主に対して法律上の損

害賠償責任を負担すること

によって損害を被った場合 

 

※ 借用住宅とは、被保険者

が借用または使用する被

保険者の居住の用に供さ

れる建物または住戸室を

いいます。 

被保険者が損害

賠償請求権者に

対して負担する

法律上の損害賠

償責任の額

 ＋ 

判決により支払

を命ぜられた訴

訟費用または判

決日までの遅延

損害金

 － 

被保険者が損害賠償請

求権者に対して損害賠

償金を支払ったことに

より代位取得するもの

がある場合は、その価額

 － 
免責金額(＊)

(０円)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって

損害の額から差し引く金額で、自己負担とな

る金額をいいます。 

※ １回の事故につき、借家人賠償責任保険金

額が限度となります。 

※ 上記算式により計算した額とは別に、損害

の発生または拡大を防止するために必要

または有益であった費用、示談交渉費用、

争訟費用等をお支払いします。 

※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負

担する法律上の損害賠償責任の額の決定

については、事前に保険会社の承認が必要

となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他の保

険契約等がある場合において、それぞれの

保険契約または共済契約の支払責任額(＊

1)の合計額が、損害の額(＊2)を超えると

きは、下記の額を保険金としてお支払いし

ます。 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

(1)次のいずれかによって発生した借

用住宅の損壊等により被った損害

に対しては、保険金をお支払いで

きません。 

①保険契約者、被保険者または法定

代理人の故意 

②被保険者の心神喪失または指図 

③借用住宅の改築、増築、取りこわ

し等の工事 

④戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※ 

⑤地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑥核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑦上記⑥以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑧借用住宅の欠陥による損壊 

⑨借用住宅の自然の消耗、劣化、変

質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、

発酵、自然発熱またはねずみ食い、

虫食い等 

⑩借用住宅のすり傷、かき傷等単な

る外観上の損傷であって、借用住

宅ごとにその借用住宅が有する機

能の喪失または低下を伴わないも

の 
(2)次の損害賠償責任のいずれかを負

担することによって被った損害に

対しては、保険金をお支払いでき

ません。 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

金が支払われていない場合は、この保

険契約の支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われた場合は、損害の額(＊2)

から他の保険契約等から支払われた保

険金または共済金の合計額を差し引い

た残額。ただし、この保険契約の支払

責任額(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等がない

ものとして算出した支払うべき保険金ま

たは共済金の額をいいます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約または

共済契約に免責金額の適用がある場合に

は、そのうち最も低い免責金額を差し引

いた残額とします。 

①被保険者と貸主との間の約定によ

って加重された損害賠償責任 

②借用住宅が貸主に引き渡された後

に発見された借用住宅の損壊に起

因する損害賠償責任 

など 
※ テロ行為によって発生した損害に

関しては自動セットの特約により

保険金お支払いの対象となりま

す。 

修 理 費 用

補 償 特 約 

 

補 償 重 複 

修理費用

保 険 金 

日本国内において、火災、落

雷、破裂または爆発、外部か

らの物体の落下、盗難等の事

故により、借用住宅に損害が

発生し、貸主との契約に基づ

き被保険者が修理費用を負

担したことによって損害を

被った場合 
 
※ 借用住宅とは、被保険者

が借用または使用する被

保険者の居住の用に供さ

れる建物または住戸室を

いいます。 

修理費用の額  - 
免責金額(＊)

(3,000円)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって

損害の額から差し引く金額で、自己負担とな

る金額をいいます。 

 

※ １回の事故につき、修理費用保険金額が限

度となります。 

※ お支払いの対象となる修理費用は、借用住

宅を実際に修理した費用となります。ただ

し、次の費用は対象外となります。 

・ 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建

物の主要構造部の修理費用 
・ 玄関、エレベーター等の借用住宅の共

同で利用されるものの修理費用 

※ 保険金または共済金が支払われる他の保

険契約等がある場合において、それぞれの

保険契約または共済契約の支払責任額(＊

1)の合計額が、損害の額(＊2)を超えると

きは、下記の額を保険金としてお支払いし

ます。 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われていない場合は、この保

険契約の支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われた場合は、損害の額(＊2)

から他の保険契約等から支払われた保

険金または共済金の合計額を差し引い

た残額。ただし、この保険契約の支払

責任額(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等がない

ものとして算出した支払うべき保険金ま

たは共済金の額をいいます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約または

共済契約に免責金額の適用がある場合に

は、そのうち最も低い免責金額を差し引

いた残額とします。 

次のいずれかによって発生した損害

に対しては、保険金をお支払いできま

せん。 
①保険契約者、被保険者、借用住宅

の貸主、法定代理人または保険金

受取人の故意、重大な過失または

法令違反 
②保険契約者、被保険者、借用住宅

の貸主が所有または運転する車両

またはその積載物の衝突または接

触 
③戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※ 
④地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 
⑤核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 
⑥借用住宅の欠陥による損壊 

⑦借用住宅の自然の消耗、劣化、変

質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、

発酵、自然発熱またはねずみ食い、

虫食い等 

⑧借用住宅のすり傷、かき傷等単な

る外観上の損傷であって、借用住

宅ごとにその借用住宅が有する機

能の喪失または低下を伴わないも

の 
など 

※ テロ行為によって発生した損害に

関しては自動セットの特約により

保険金お支払いの対象となりま

す。 
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■傷害見舞費用に関する特約の補償内容 

補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意 

補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保

険会社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一

方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。 

補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別

居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

１．被保険者の行為に起因する偶然な事故により他人（被害者）の被ったケガについて、損害賠償金を支払うことなく、引受保険会社の同意を得

て慣習として傷害見舞費用※を支払った場合に保険金をお支払いします。 

※ 弔慰金、入院見舞金等の費用および見舞品の購入費用をいいます。 

２．被保険者はご本人※1、ご本人の配偶者※2、ご本人またはその配偶者の「同居の親族※3」または「別居の未婚※4の子」となります。 

※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。 

※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが

婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

※3 親族とは、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。 

※4 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

 

（注）既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお

支払いします。 

（注）「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 
（注）保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(＊)の合計額が、傷害

見舞費用の額または100万円のいずれか低い額を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 

・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(＊) 

・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、傷害見舞費用の額または100万円のいずれか低い額から他の保険契約等から支払

われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(＊)を限度とします。 
(＊) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

傷 害 見 舞

費 用 補 償

特 約 

 

補 償 重 複 

 

 

 

死亡見舞

費 用 

保 険 金 

被保険者の行為による偶然

な事故により、被害者がケガ

を被り、事故の発生の日から

その日を含めて180日以内に

死亡し、損害賠償金を支払う

ことなく、引受保険会社の同

意を得て慣習として傷害見

舞費用を支払った場合 

傷害見舞費用の額  

※ 被害者１名につき、50万円が限度となりま

す。ただし、その被害者について、既に後

遺障害見舞費用保険金をお支払いしてい

る場合は、50万円からその額を差し引いた

残額を限度とします。 

※ １回の事故につき、死亡見舞費用保険金、

後遺障害保険金、入院見舞費用保険金およ

び通院見舞費用保険金を通算して、100万

円が限度となります。 

(1)次のいずれかにより被害者が被っ

たケガによる損失に対しては、保

険金をお支払いできません。 

①保険契約者または被保険者の故

意、重大な過失 
②戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 
③地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 
④核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 
⑤上記④以外の放射線照射または放

射能汚染 

(2)被害者のむちうち症・腰痛等で医

学的他覚所見のないもの※2に対

しては、保険金をお支払いできま

せん。 

(3)次のいずれかのケガによって発生

した損失に対しては、保険金をお

支払いできません。 

①被保険者の職務遂行に起因するケ

ガ 
②被保険者と同居する親族が被った

ケガ 
③被保険者の使用人が被保険者の業

務等に従事中に被ったケガ。ただ

し、使用人には家事使用人を含み

ません。 
④被保険者の心神喪失に起因するケ

ガ 
⑤被保険者による暴行等に起因する

ケガ 
⑥航空機、船舶、車両（原動力が専

ら人力であるものは含みません）

または銃器（空気銃は含みません）

の所有、使用または管理に起因す

後遺障害

見舞費用

保 険 金 

被保険者の行為による偶然

な事故により、被害者がケガ

を被り、事故の発生の日から

その日を含めて180日以内に

後遺障害が発生した場合 

 

※ 被害者が事故の発生の日

からその日を含めて180

日を超えて治療中である

場合は、181日目における

医師の診断に基づき後遺

障害の程度を認定しま

す。 

傷害見舞費用の額  

※ 被害者１名につき、次の算式によって算出

した額が限度となります。 

50万円  × 

約款所定の

保険金支払割合

(４％～100％)
 

※ １回の事故につき、死亡見舞費用保険金、

後遺障害保険金、入院見舞費用保険金およ

び通院見舞費用保険金を通算して、100万

円が限度となります。 

入 院 

見舞費用

保 険 金 

被保険者の行為による偶然

な事故により、被害者がケガ

を被り入院した場合 

傷害見舞費用の額（＊）  

（＊）被害者１名につき、ケガによる入院期間に応

じて次の額が限度となります。 

入院期間 限度額 

31日以上 10万円 

15日以上30日以内 ５万円 

８日以上14日以内 ３万円 

７日以内 １万５千円 

※ １回の事故につき、死亡見舞費用保険金、

後遺障害保険金、入院見舞費用保険金およ

び通院見舞費用保険金を通算して、100万

円が限度となります。 
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

通 院 

見舞費用

保 険 金 

被保険者の行為による偶然

な事故により、被害者がケガ

を被り通院した場合 

傷害見舞費用の額（＊）  

（＊）被害者１名につき、通院日数に応じて次の額

が限度となります。 

通院日数 限度額 

31日以上 ５万円 

15日以上30日以内 ３万円 

８日以上14日以内 ２万円 

７日以内 １万円 

※ 通院しない場合においても、約款所定の部

位のケガによりその部位を固定するため

に、医師の指示によりギプス等を常時装着

した期間は、通院日数に含めてお支払いし

ます。 

※ 入院見舞費用保険金を支払う期間中の通

院および事故の発生の日からその日を含

めて180日を経過した後の通院について

は、通院日数に含めません。 

※ １回の事故につき、死亡見舞費用保険金、

後遺障害保険金、入院見舞費用保険金およ

び通院見舞費用保険金を通算して、100万

円が限度となります。 

るケガ 

など 
※1 テロ行為によって発生した身体

障害に関しては自動セットの特

約により保険金お支払いの対象

となります。 

※2 被害者が自覚症状を訴えている

場合であっても、脳波所見、理

学的検査、神経学的検査、臨床

検査、画像検査、眼科・耳鼻科

検査等によりその根拠を客観的

に証明することができないもの

をいいます。 
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■要介護状態に関する特約の補償内容 
１．被保険者が要介護状態となった場合に保険金をお支払いします。 

※要介護状態とは、被保険者が次のいずれかに該当する状態をいいます。 

①公的介護保険制度の第１号被保

険者(＊1)である場合 
公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「３」以上(＊3)の状態 

②公的介護保険制度の第２号被保

険者(＊2)である場合 

公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「３」以上(＊3)の状態。ただし、介護が必要な状態とな

った原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(＊4)に該当しない場合は、寝た

きりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。 

③公的介護保険制度の被保険者で

ない場合 
寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態 

(＊1)第１号被保険者とは、介護保険法第９条第１号に規定する65才以上の方をいいます。 

(＊2)第２号被保険者とは、介護保険法第９条第２号に規定する40才以上65才未満の方をいいます。 

(＊3)要介護状態区分が「３」以上は、「要介護３以上から要介護２以上への補償範囲拡大に関する特約（介護一時金支払特約用）」をセットした場合、要介護状

態区分「２」以上となります。 
(＊4)特定疾病とは、介護保険法第７条第３項第２号に定める特定疾病をいい、2023年１月現在では、次の病気をいいます。 

がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの）、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭

帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症（脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障

が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます）、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小

脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺

疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

２．介護一時金支払特約の被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。親介護一時金支払特約の被保険者は、その特約の被

保険者として保険証券に記載された方となります。 

（注）保険金支払対象外となる事由の影響などによって、要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支

払いします。 

（注）「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

介 護 

一 時 金 

支 払 特 約 

介 護 

一 時 金 

被保険者が要介護状態となり、そ

の要介護状態が要介護状態開始日

からその日を含めて保険証券記載

のフランチャイズ期間を超えて継

続した場合 

 

※ 要介護状態開始日とは、次のい

ずれか早い日をいいます。 

①被保険者が要介護状態であ

ることを医師が診断した日 

②被保険者に対し、公的介護保

険制度の要介護認定等（要介

護状態区分「３」以上(＊)）

の効力が生じた日 
(＊)要介護状態区分「３」以上は、

「要介護３以上から要介護２以

上への補償範囲拡大に関する特

約（介護一時金支払特約用）」を

セットした場合は、要介護状態区

分「２」以上となります。 

介護一時金額の全額  

※ この特約に基づく保険金をお支払い

した場合、この特約は失効します。 

(1)保険期間の開始時（継続契約の場

合は継続されてきた最初の保険期

間の開始時）より前に要介護状態

の原因となる事由が発生していた

場合は、保険金をお支払いできま

せん。※1 

(2)次のいずれかによって発生した要

介護状態に対しては保険金をお支

払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険

金受取人の故意または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為ま

たは犯罪行為 

③戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※2 

④地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑤核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑥上記⑤以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑦むちうち症・腰痛等で医学的他覚

所見のないもの※3 

⑧治療を目的として医師が使用した

場合以外における被保険者の麻

薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ

ンナー等の使用 

⑨治療を目的として医師が薬物を使

用した場合以外における被保険者

のアルコール依存、薬物依存また

は薬物乱用 

⑩被保険者が次のいずれかに該当す

る間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転して

いる間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動車

等を運転している間 

(3)被保険者が治療を怠ったことまた

は保険契約者もしくは保険金受取

人が治療をさせなかったことによ

り、要介護状態となった場合や要

介護状態が保険証券記載のフラン

チャイズ期間を超えて継続した場

合は、保険金をお支払いできませ
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

ん。 

(4)特定疾病補償対象外の条件でのお

引受けとなり｢特定疾病等対象外

特約」がセットされている場合、

保険証券記載のケガまたは病気に

よる要介護状態に対しては保険金

をお支払いできません。 

など 

 

※1 被保険者が要介護状態の原因と

なる事由が発生した時が、その

要介護状態の要介護状態開始日

から保険契約の継続する期間を

遡及して365日以前である場合

は、その要介護状態の原因とな

った事由は、保険期間の開始時

以降に発生したものとして保険

金お支払いの対象となります。 

※2 テロ行為によって発生した要介

護状態に関しては自動セットの

特約により保険金お支払いの対

象となります。 

※3 被保険者が自覚症状を訴えてい

る場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻

科検査等によりその根拠を客観

的に証明することができないも

のをいいます。 

親 介 護 

一 時 金 

支 払 特 約 

親 介 護 

一 時 金 

被保険者が要介護状態となり、そ

の要介護状態が要介護状態開始日

からその日を含めて保険証券記載

のフランチャイズ期間を超えて継

続した場合 

 

※ 要介護状態開始日とは、次のい

ずれか早い日をいいます。 

①被保険者が要介護状態であ

ることを医師が診断した日 

②被保険者に対し、公的介護保

険制度の要介護認定等（要介

護状態区分「３」以上(＊)）

の効力が生じた日 
(＊) 要介護状態区分「３」以上は、

「要介護３以上から要介護２以

上への補償範囲拡大に関する特

約（介護一時金支払特約用）」を

セットした場合は、要介護状態区

分「２」以上となります。 

親介護一時金額の全額  

 

※ この特約に基づく保険金をお支払い

した場合、その被保険者についてこ

の特約は失効します。 

上記の介護一時金支払特約の｢保険金

をお支払いできない主な場合｣(1)、

(2)および(3)に該当する場合は、保険

金をお支払いできません。 
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■介護による休業に関する特約の補償内容 

補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意 

補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保

険会社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一

方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。 

補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別

居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

１．被保険者が介護による休業を取得したことにより損害を被った場合に保険金をお支払いします。 

※介護による休業とは、介護対象者(＊1)が要介護状態となり、その介護を目的として、被保険者が取得(＊2)する休業(＊3)をいいます。 
(＊1)介護対象者とは、保険証券に介護対象者として記載された方をいいます。 

(＊2)休業(＊3)をしている間に、介護対象者が要介護状態となった場合には、介護対象者が要介護状態となった時から、介護による休業を取得したものとします。 

(＊3)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第11条に定める介護休業をいい、被保険者に適用される就業規則等および同法に

準ずる他の法令の規定に基づく介護を目的とした休業を含みます。 

※要介護状態とは、介護対象者が次のいずれかに該当する状態をいいます。 

①公的介護保険制度の第１号被保険

者(＊1)である場合 
公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「３」以上(＊3)の状態(＊4) 

②公的介護保険制度の第２号被保険

者(＊2)である場合 

公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「３」以上(＊3)の状態(＊4)。ただし、介護が必要な状

態となった原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(＊5)に該当しない場合

は、寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。 

③公的介護保険制度の被保険者でな

い場合 
寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態 

(＊1)第１号被保険者とは、介護保険法第９条第１号に規定する65才以上の方をいいます。 

(＊2)第２号被保険者とは、介護保険法第９条第２号に規定する40才以上65才未満の方をいいます。 

(＊3)要介護状態が「３」以上は、「要介護３以上から要介護２以上への補償範囲拡大に関する特約（介護による休業補償特約用）」をセットした場合は、要介護

状態区分「２」以上となります。 
(＊4)要介護状態区分が「３」以上（*3）の状態とは、その公的介護保険制度の要介護認定等の効力が生じた日以降の要介護状態をいいます。 

(＊5)特定疾病とは、介護保険法第７条第３項第２号に定める特定疾病をいい、2023年１月現在では、次の病気をいいます。 

がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの）、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭

帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症（脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障

が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます）、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小

脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺

疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

２．被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。 

（注）保険金支払対象外となる事由の影響などによって、介護対象者の要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当す

る金額をお支払いします。 

（注）「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

親 の 介 護 

に よ る 

休 業 補 償 

特 約 

 

補 償 重 複 

 

介護による

休 業 補 償

保 険 金 

 

介護対象者が要介護状態となり、

被保険者がその介護を目的として 

介護による休業を開始し、その日

数が免責期間（日数）を超えた場

合 

 

保険金額 ×

てん補期間内介護

による休業期間

の月数(＊)

 

＋ 保険金額 ×

てん補期間内介護

による休業期間の

うち１か月に満た

ない期間の日数

30

 

(＊)てん補期間内介護による休業期間の

月数は、１か月単位とし、１か月に満

たない期間は切り捨てます。 

※保険金をお支払いする期間は、保険証

券記載のてん補期間が限度となりま

す。 

※平均月間定期所得額が保険金額より

小さい場合は、上記算式の「保険金額」

を「平均月間定期所得額」に読み替え

て適用します。 

※てん補期間内介護による休業期間中

に得られる定期所得があり、その定期

所得の額と上記算式により算出した

保険金の支払額の合計が、平均月間定

期所得額にてん補期間内介護による

休業期間(＊)を乗じた額より大きい

場合は、平均月間定期所得額にてん補

期間内介護による休業期間(＊)を乗

じた額からその定期所得の額を差し

引いた額を保険金の支払額とします。 
(＊)てん補期間内介護による休業期間が

１か月に満たない場合またはてん補

期間内介護による休業期間に１か月

未満の端日数が発生した場合は、１か

月を30日とした日割計算により決定

(1)保険期間開始時（継続契約の場合

は継続されてきた最初の保険期間

の開始時）より前に介護対象者に

要介護状態の原因となった事由

(＊)が発生していた介護による休

業に対しては、保険金をお支払い

できません。※1 

(2)次のいずれかにより発生した介護

対象者の要介護状態を原因とする

介護による休業を取得したことに

よって被った損害に対しては、保

険金をお支払いできません。 

①保険契約者、被保険者、介護対象

者または保険金受取人の故意また

は重大な過失 

②介護対象者の闘争行為、自殺行為

または犯罪行為 

③戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※2 

④地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波 

⑤核燃料物質等の放射性・爆発性・

有害な特性による事故 

⑥上記⑤以外の放射線照射または放

射能汚染 

⑦介護対象者のむちうち症・腰痛等

で医学的他覚所見のないもの※3 

⑧治療を目的として医師が使用した

場合以外における介護対象者の麻

薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ

ンナー等の使用 

⑨治療を目的として医師が薬物を使

用した場合以外における介護対象
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特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

します。 

※免責期間（日数）を超える介護による

休業が終了した後、その介護による休

業の原因となった介護対象者の介護

のため、再び被保険者が介護による休

業を開始した場合は、前の介護による

休業と同一の介護による休業として

取り扱います。ただし、介護対象者の

要介護状態が終了した日からその日

を含めて６か月を経過した日の翌日

以降にその介護対象者が再び要介護

状態となり被保険者が介護による休

業を開始した場合は、後の介護による

休業は新たな介護による休業として

取り扱います。 

※被保険者が複数の介護対象者を介護

することを目的として介護による休

業を取得した場合であっても、勤務先

に届出を行ったいずれか１名の介護

対象者を介護するために休業を取得

したものとして取り扱い、重複する期

間に対して重複しては保険金を支払

いません。 

※保険金または共済金が支払われる他

の保険契約等がある場合において、そ

れぞれの保険契約または共済契約の

支払責任額(＊)の合計額が、平均月間

定期所得額を超えるときは、下記の額

をてん補期間内介護による休業期間

１か月あたりの保険金としてお支払

いします。 

・他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われていない場合

は、この保険契約のてん補期間内

介護による休業期間１か月あたり

の支払責任額(＊) 

・他の保険契約等から保険金または

共済金が支払われた場合は、平均

月間定期所得額から他の保険契約

等から支払われたてん補期間内介

護による休業期間１か月あたりの

保険金または共済金の合計額を差

し引いた残額。ただし、この保険

契約のてん補期間内介護による休

業期間１か月あたりの支払責任額

(＊)を限度とします。 
(＊)支払責任額とは、他の保険契約等がな

いものとして算出した支払うべき保

険金または共済金の額をいいます。 

者のアルコール依存、薬物依存ま

たは薬物乱用 

⑩介護対象者が次のいずれかに該当

する間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転

している間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自

動車等を運転している間 

(3)介護対象者が治療を怠ったことま

たは保険契約者、被保険者もしく

は保険金受取人が治療をさせなか

ったことにより、介護対象者が要

介護状態となった場合または介護

対象者の要介護状態が免責期間

（日数）を超えて継続した場合は、

保険金をお支払いできません。 

など 

 

※1 介護対象者の要介護状態が継続

されてきた最初の保険期間の開

始時より後に発生した場合で、介

護対象者に要介護状態の原因と

なった事由(＊)が発生した時が

介護による休業を開始した日か

ら保険契約の継続する期間を遡

及して365日以前であるときは、

その介護対象者の要介護状態の

原因となった事由(＊)は、保険期

間の開始時以降に発生したもの

として保険金お支払いの対象と

なります。 

※2 テロ行為によって発生した損害

に対しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

※3 介護対象者が自覚症状を訴えて

いる場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨床

検査、画像検査、眼科・耳鼻科検

査等によりその根拠を客観的に

証明することができないものを

いいます。 

(＊)公的介護保険制度を定める法令

の規定による要介護認定または

要支援認定の効力が生じた場合

を含みます。 

 

 

＜用語の解説＞ 

【定期所得】とは 

給与所得に係る総収入金額(＊)から介護による休業となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、介護による休

業の発生にかかわらず得られる収入は含みません。 
(＊)金額は、賞与を除いた金額とします。なお、賞与とは、名称を問わず、臨時に支払われるものおよび３か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。 

【てん補期間】とは 

免責期間（日数）終了日の翌日からその日を含めて保険証券記載の期間をいいます。 

【てん補期間内介護による休業期間】とは 

てん補期間内における被保険者の介護による休業の月数をいい、次に掲げる期間を含みません。 

①介護対象者が公的介護保険制度に基づく要介護状態区分「２」以下または要支援認定の効力が生じた時以降の期間(＊1) 

②介護対象者が公的介護保険制度に基づく要介護認定の取消の効力が生じた時以降の期間 

③介護対象者が死亡した場合における死亡後の期間 

④被保険者が離職(＊2)した場合における離職後の期間 
(＊1)「要介護３以上から要介護２以上への補償範囲拡大に関する特約（介護による休業補償特約用）」をセットした場合は、要介護状態区分「１」または要支

援認定の効力が生じた時以降の期間となります。 

(＊2)離職には、被保険者の勤務先の関与する子会社、関連会社その他関係先への転籍を含みません。 

【免責期間（日数）】とは 

介護による休業を開始した日から起算して、被保険者が介護による休業を取得した保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては保険金を

お支払いできません。 

【平均月間定期所得額】とは 

免責期間（日数）が始まる直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を
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目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。 

平均月間定期所得額＝
 給与所得に係る総収入金額(＊)－介護による休業となることにより支出を免れる金額 

12(か月)
 

(＊)賞与を除いた金額とします。賞与とは、名称を問わず、臨時に支払われるものおよび３か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。また、介護に

よる休業の発生にかかわらず得られる収入は含みません。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


